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第１章 計画の策定にあたって 
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 ─ ⌐№√∫≡ 

 ─  

≢│⁸ 19 ⌐₈ ₉╩ ⇔⁸₈≤╙⌐ ⅝ ≤╙⌐ ⅎ

№℮ ─╕∟ ₉╩ ∆ ≤⇔≡ ╡ ╖╩ ╘≡⅝╕⇔√⁹ 24 ⌐│⁸

─ ─ ╛ ⌐⅔↑╢ ─ ╩ ╕ⅎ≡ ╘≡ ╩ ™⁸ ∆

─ ⌐ ↑√ ╡ ╖╩ ↑≡⅝╕⇔√⁹ 

↓─ ⁸ ⌐⅔™≡│ 26 ─ ─ ≤∕╣╩ ≤⇔√ ─

ה ⅜ ╦╣⁸ ⌐ ∆╢ ╛ ─ ⅎ │ ⅝ↄ ⇔≡™╕∆⁹

23 ─ ─ ⌂ ⌐⅔™≡│⁸₈∆═≡─ ⅜ ─ ⌐╟∫≡ ↑ ≡╠

╣╢↓≤⌂ↄ⁸ ⌐ ≤ ╩ ⇔ ™⌂⅜╠ ∆╢ ₉─ ≤™℮ ─

╩ ╕ⅎ√ ⅜ →╠╣⁸ ⌐ ∆╢ ─∆═≡⌐ ∂╢ ≤↕╣╕

⇔√⁹╕√⁸ ─ ⌐≈™≡╙⁸₈ ─ ⌐ ⅜№╢╙─₉≤ ⅎ╢₈ ⸗♦

ꜟ₉⅛╠⁸₈ ₉⌐╟╢ ╛ ⌐ ╩ ↑╢↓≤╩ ⌐∆╢₈ ⸗♦

ꜟ₉⌐ ⅝ↄ ⇔⁸ ─ │ ─ ≢№╢↓≤⅜ ↕╣≡™╕∆⁹↕╠⌐⁸

23 ─ ⁸ 24 ─ ─ ⁸

25 ─ ─ ╛⁸ ∂ↄ 25 ─ ─ ⌂≥⁸

─ ⌐ ↑√ ─ ⁸ ⁸ ⁸ ─ ™ ≢─ ⅜

╪≢™╕∆⁹ 

≢⁸ ⌐ ╩ ↑╣┌⁸ ─ ⌐⅛⅛╦╠∏ ╙⅜ √╡ ⌐ ∆╢ ─

⌐│⁸╕∞ ↄ─ ⅜ ↕╣≡™╕∆⁹₈≤╙⌐ ⅝ ≤╙⌐ ⅎ№℮ ─╕∟ ₉

─ ⌐ ↑⁸ ─ ╛ ─ ⁸ ─ ╩ ╕ⅎ⁸ ╘≡ ╩

⇔╕∆⁹ 

 

─  

24 10    

25   │ 26  

  

26    

26  ┘ ⌐ ∆╢ ─ ╩ ∆╢   

27  ─ ⌐ ∆╢ ⌐ ∆╢   

28    

  

28  ─ ┘ ╩ ⌐ ∆╢√╘─ ┘

─ ╩ ∆╢  30  

28  ─ ╩ ∆╢   
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 ─ ≠↑ 

│⁸ 11 ⌐ ≠ↄ₈ ⌐⅔↑╢ ─√╘─ ⌐ ∆╢

⌂ ₉ ≤⇔≡ ≠↑╠╣╢╙─≢№╡⁸ ⌐⅔↑╢

─ ⌂ ≤ ╡ ╖─ ╩ ╠⅛⌐∆╢╙─≢∆⁹ ⌐ │⁸

88 ⌐ ≠ↄ₈ ₉≤⇔≡─₈ ₉⁸ ┘

33 ─ 20 30 ⌐ ≠ↄ₈ ₉≤⇔≡─₈

₉≤⇔≡⁸ ⌐⅔↑╢ ☻ⱦכ◘ ┘ ─

≤ ─ ⌂ ─ ╩ ∆╙─≢№╡⁸↓╣╠ ≈─ ╩ ⌐ ⇔√

╙─≤⌂∫≡™╕∆⁹ 

 

ủ 11  

│⁸ ┘ ╩ ≤∆╢≤≤╙⌐⁸ ⌐⅔↑

╢ ─ ╩ ╕ⅎ⁸ ⌐⅔↑╢ ─√╘─ ⌐ ∆╢ ⌂

₈ ₉≤™℮⁹ ╩ ⇔⌂↑╣┌⌂╠⌂™⁹ 

 

ủ 88  

│⁸ ⌐ ⇔≡⁸ ─☻ⱦכ◘ ─ ∕─ ↓─ ⌐ ≠ↄ

─ ⌂ ⌐ ∆╢ ₈ ₉≤™℮⁹ ╩ ╘╢╙─≤∆╢⁹ 

 

ủ 33 ─ 20 30  

│⁸ ⌐ ⇔≡⁸ ┘ ─ ─ ∕─

┘ ─ ⌂ ⌐ ∆╢ ₈ ₉≤

™℮⁹ ╩ ╘╢╙─≤∆╢⁹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

⌂⅔⁸ ─ ⌐№√∫≡│⁸ ─₈ ₉╛₈ ☻ⱦכ◘ ┘

─ ⌂ ╩ ∆╢√╘─ ⌂ ₉⁸ ─₈└╞℮↔ ₉╩

╕ⅎ╢≤≤╙⌐⁸ ─╕∟≠ↄ╡─ ⌂ ╩ ⇔√₈ ₉⌐⅔

↑╢ ↔≤─ ╡ ╖╩ ⇔√ ⌐ ≠↑≡™╕∆⁹╕√⁸ ─ ⌂ ╡

╖⌐⅛⅛╦╢ ⌐≈™≡│⁸₈ ₉⁸₈ ה

₉⁸₈ ה╙≤ ≡ ⱪꜝfi₉⌂≥─ ∆╢ ≤─ ╩ ∫≡™╕∆⁹ 

Ὗ⁸ ὡ  

₈ ₉⌐ ⁹⅛≈⁸ ─ ≈─ ╙ ⌐ ∆╢⁹ 

Ὗ⁸ ὡ  

₈ ₉⌐  

Ὗ⁸ ὡЃ  

₈ ₉⌐  
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 ─  

─ │ 30 ⅛╠ 35 2023 ─ ≢∆⁹√∞⇔⁸₈

₉ ┘₈ ₉⌐ ∆╢ ☻ⱦכ◘ ─

⌐≈™≡│⁸ 30 ⅛╠ 32 2020 ╕≢─ ⅜ ≤⌂∫≡⅔╡⁸

↓─ ≢↓─ ─ ╩ ™⁸ 33 2021 ⅛╠ 35 2023

╕≢─ ╩ √⌐ ⇔╕∆⁹ 

 

 

 ─  

─ ⌐№√∫≡│⁸ ─№╢ ⌐ ∆╢▪fi◔כ♩ ╛ ≢

─ ⁸ ≢─ ╩ ∂≡⁸ ┼─ ╛ ─№

╢ ─ ⁸ ─☻ⱦכ◘ ╛ ─ ╩ ™╕⇔√⁹ 

╕√⁸ ה ─ ⁸ ⁸ ⁸ ⌂≥⅛╠⌂╢

⌐⅔™≡ ─ ╩ ™╕⇔√⁹ 

∑≡⁸ⱤⱩꜞ♇◒◖ⱷfi♩ ╩ ⇔⁸ ─ ╩ ⇔╕⇔√⁹ 

 

ủ ─№╢ ⌐ ∆╢▪fi◔כ♩ ─  

─№╢ ─ ─ ─ ⁸ ☻ⱦכ◘ ─№╡ ⌐ ∆╢ ⅎ╛ ╩

⇔⁸ ─ ≤∆╢√╘ ╛ ─№╢ ╩ ⌐▪fi◔כ♩ ╩ ⇔╕⇔√⁹ 

 

ủ ⌐⅔↑╢  

₈ ₉─ ⌐⅔↑╢ ╛⁸ ⌐ ∆╢ ה ≤

≤─ ─ ≢№╢₈ ₉─ ╩ ∂≡⁸ ─№╢ ─

╩ ⅎ╢√╘─ ╩ ∆╢≤≤╙⌐⁸ ⌐ ∆╢ ╩ ™╕⇔√⁹ 

 

ủ ⌐╟╢  

↓╣╕≢─ ─ ⌐№√∫≡│⁸ ה ─ ⁸ ⁸ ⌂≥⅛╠⌂

╢₈ ₉╩ ⇔⁸ ─ ╛ ⌐≈™≡─ ⁸▪fi◔

♩כ ─ ┘ ─ ╩ ™╕⇔√⁹ 

─ ⌐№√∫≡│⁸ ╩ ⇔⁸ ─ ╩ ™╕⇔√⁹ 

 

ủⱤⱩꜞ♇◒◖ⱷfi♩─  

╩ⱱכⱶⱭכ☺╛ ≢ ⇔⁸ ↄ ─ ╩ ⇔╕⇔√⁹ 

 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

第２章 障害のある人を取り巻く現状と課題 
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 ─№╢ ╩ ╡ ↄ ≤  

 ─№╢ ─  

₈ ─№╢ ₉≤│ 

⌐⅔™≡₈ ─№╢ ₉≤│⁸ ה ה

─∕╣∙╣─ ╩ ⇔≡™╢ ─╒⅛⁸ ה

╩ ⇔≡™╢ ╩ ⇔╕∆⅜⁸↓╣╠ ⌐╙ ╛ ⌐ ╩

ⅎ⁸ ╛ ⅜ ⌂ ⅜ ™╢↓≤╙ ⇔⁸ ─ ⌐№√╢ ⅜№╡╕∆⁹ 

 

 

ủ  

⁸ ⁸ ─№╢ ⌐ ⇔ ↕╣╢ ≢∆⁹ ╩ ↑╢↓≤⌐╟╡⁸

╩☻ⱦכ◘ ⇔╛∆ↄ⌂╡╕∆⁹ ⁸ ⁸

─ ⅜№╡╕∆⁹ 

 

ủ  

─№╢ ⌐ ⇔ ↕╣╢ ≢∆⁹ ╩ ↑╢↓≤⌐╟╡⁸ ⱦכ◘

☻╩ ⇔╛∆ↄ⌂╡╕∆⁹ ≢│ ─№╢ ╙ ─ ≤⌂∫≡™╕∆⁹ 

 

ủ  

─ ⌂ ∕─ ─ ─ ⌐ ∂≡ ≤↕╣╢ ⌂ ─ ╩ ⌐

∆╙─≢∆⁹ ⅛╠ ╕≢№╡⁸ ≤↕╣╢ ─ ™⅜ ™╙─⅜ ⁸ ╙

™╙─⅜ ≤⌂╡╕∆⁹ 

 

ủ  

 ─ ─√╘─ ─ ╩ ↑≡™╢ ─↓≤╩™™╕∆⁹ 

 

ủ    

≤│₈ ─ ⅜ ╠⅛≢⌂ↄ⁸⅛≈⁸ ⅜ ⇔≡™⌂™ ⌂ ≢№∫≡⁸

⌐⅛⅛╢↓≤⌐╟╡ ⌐╦√╡ ╩ ≤∆╢↓≤≤⌂╢╙─₉╩™™⁸

─ ≤⌂╢ 330─ 29 1 ⅜ ≤↕╣≡™╕∆⁹ ─

╩ ↑≡™╢ ╩ ≤™™╕∆⁹ 

 

ủ  

 ─ ⌐⅛⅛╦╠∏⁸18 17 ─ ─№╢ ╩ ≤™™╕∆⁹ 
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─  

ᵑ ─  

 │ ⅜ ™≡⅔╡⁸ ⌐ ╘╢ ╙ ≢∆⁹

│⁸ 26 ╩Ⱨכ◒⌐ ≤⌂∫≡⅔╡⁸ ⌐ ╘╢ ╙╛

╛ ⇔≡™╕∆⁹ ⁸ ┘ ─ │ ⅜ ™≡

⅔╡⁸ ⌐ ╘╢ ╙⁸ ⌐ ╘╢ ╙ ≢∆⁹ 
 

Ẽ ─  

 24  25  26  27  28  29  

 482,858 484,516 486,145 486,976 487,615 488,080 

 
 15,635 15,874 16,153 16,079 16,067 16,027 

 76.9  75.6  74.8  73.7  72.4  71.0  

 
 2,687 2,898 3,059 3,235 3,428 3,666 

 13.2  13.8  14.2  14.8  15.5  16.2  

 

 

 2,011 2,226 2,370 2,497 2,687 2,870 

 9.9  10.6  11.0  11.4  12.1  12.7  

 20,333 20,998 21,582 21,811 22,182 22,563 

⌐ ╘╢  

─  
4.2  4.3  4.4  4.5  4.5  4.6  

 │ 31  

 

Ẽ ≤ ⌐ ╘╢ ─  
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ᵒ ─  

 ─ ─ ╩╖╢≤⁸ 29 31 ≢ ╩ ↑≡™

╢ │ 2,155 ≤⌂∫≡™╕∆⁹ ⌐╖╢≤⁸ ≢│ ⁸ ≢

│ ⅜⁸ ╙ ↄ⌂∫≡™╕∆⁹ │ ─ 88 ⅜ ≤⌂∫≡™

╕∆⁹ 

 ═ │ ⅜ ╙ ↄ 1,015 47. ⁸ ⅜ 690 32. ⁸

⅜ 443 20.6 ≤⌂∫≡™╕∆⁹ │ 7 ≤⌂∫≡™╕∆⁹ 

─ 27 ─ ╩╖╢≤⁸ │ 62 10 ─ ⁸

│ 70 ─ ⁸ │ 91 26 ─ ≤⌂∫≡⅔╡⁸ ─

⅜ ⅝ↄ⌂∫≡™╕∆⁹ 

 

Ẽ ה ─  

        

 
 21  70  167  68  69  295  690  

 30.0 13.9  36.4  19.8  23.5  61.0  32.0  

 
 28  179  171  236  215  186  1,015  

 40.0  35.5  37.2  68.6  73.1  38.4  47.1  

 
 20  254  117  40  10  2  443  

 28.6  50.4  25.5  11.6  3.4  0.4  20.6  

 
 1 1 4 0 0 1 7 

 1.4 0.2 0.9 0 0 0.2 0.3 

 
 70  504  459  344  294  484  2,155 

 100 100 100 100 100 100 100 

29 31  

 

Ẽ ≢╖√ ─  
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─  

ᵑ ─ ─  

│⁸ 26 ╩Ⱨכ◒⌐ ≢│╛╛ ≢ ⇔≡™╕∆⁹

≢│ 65 ⅜ ╙ ↄ⁸ ⌂ ≤ ⌐⁸ ─ ⌐ ™⁸

⌐ ╘╢ 65 ─ ⅜ ⇔≡™╕∆⁹18 64 │ ⁸ ≤╙⌐

⇔≡™╕∆⁹ 
 

Ẽ ─ ─  

 24  25  26  27  28  29  

17  
 382 393 385 382  390  384  

 2.4 2.5 2.4 2.4  2.4  2.4  

18 64  
 4,752 4,563 4,493 4,343  4,280  4,203  

 30.4 28.7 27.8 27.0  26.6  26.2  

65  
 10,501 10,918 11,275 11,354  11,397  11,440  

 67.2 68.8 69.8 70.6  70.9  71.4  

  15,635 15,874 16,153 16,079  16,067  16,027  

 

 

ᵒ ─ ─  

24 ≤─ ≢│⁸ ⁸ ⁸ │ ⁸ │ ┌™≤⌂∫≡™╕∆⁹ 
 

Ẽ ─ ─  

 24  25  26  27  28  29  

 
 4,530 4,600 4,636 4, 667 4, 701 4,782  

 29.0 29.0 28.8 29.0  29.3  29.8  

 
 2,365 2,351 2,336 2, 314 2, 336 2,320  

 15.1 14.8 14.5 14.4  14.5  14.5  

 
 2,978 3,064 3,171 3, 092 3, 024 2,962  

 19.0 19.3 19.6 19.2  18.8  18.5  

 
 4,310 4,412 4,561 4, 474 4, 388 4,300  

 27.6 27.8 28.2 27.8  27.3  26.8  

 
 746 736 731 798 871 903  

 4.8 4.6 4.5 5.0  5.4  5.6  

 
 706 711 718 734 747 760  

 4.5 4.5 4.4 4.6  4.6  4.7  

  15,635 15,874 16,153 16,079 16,067 16,027 
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ᵓ ה ─ ─  

65 ╩ ↄ∆═≡─ ≢⁸1 ⅜ ╙ ↄ⌂∫≡⅔╡⁸ ™ ╒≥ 1 ─ ⅜

ↄ⌂∫≡™╕∆⁹65 ≢│ 4 ⅜ ╙ ↄ⌂∫≡™╕∆⁹ 

 

Ẽ ה ─ ─  

 17  18 39  40 64  65   

 193  320  1,121  3,148  4,782  

 76  144  599  1,501  2,320  

 38  136  517  2,271  2,962  

 43  100  716  3,441  4,300  

 10  44  279  570  903  

 24  40  187  509  760  

 384  784  3,419  11,440  16,027  

29  

 

ᵔ ─ ─  

─ ╩ 24 ≤ ∆╢≤⁸ ה ≤

│ ⇔≡™╕∆⁹ ⌐≈™≡│⁸ 26 │ ⇔≡™╕∆⁹ 

 

Ẽ ─ ─  

 24  25  26  27  28  29  

 
 942 926 933 916  917  916  

 6.0 5.8 5.8 5.7  5.7  5.7  

ה  
 1,097 1,114 1,144 1,152  1,182  1,184  

 7.0 7.0 7.1 7.2  7.4  7.4  

ה  
 181 184 184 178  183  189  

 1.2 1.2 1.1 1.1  1.1  1.2  

 
 9,099 9,270 9,434 9,363  9,313  9,171  

 58.2 58.4 58.4 58.2  58.0  57.2  

β 
 4,316 4,380 4,458 4,470  4,472  4,567  

 27.6 27.6 27.6 27.8  27.8  28.5  

  15,635 15,874 16,153 16,079 16,067 16,027 

 

β ⁸∂╪ ⁸ ה℮↓℮╓⁸ ⁸ ╕√│  
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─  

ᵑ ─ ─  

24 ≤ ⇔≡⁸ ⅜ ↄ ⇔≡™╕∆⁹⌂⅛≢╙ 17 ─

⅜ ↄ⁸ ⌐ ╘╢ ╙ ⇔≡™╕∆⁹ 

 

Ẽ ─ ─  

 24  25  26  27  28  29  

17  
 937 1,047 1,091 1,174  1,263  1,409  

 34.9 36.1 35.7 36.3  36.8  38.4  

18 64  
 1,693 1,758 1,864 1,945  2,036  2,119  

 63.0 60.7 60.9 60.1  59.4  57.8  

65  
 57 93 104 116  129  138  

 2.1 3.2 3.4 3.6  3.8  3.8  

  2,687 2,898 3,059 3,235  3,428  3,666  

 

 

ᵒ ─ ─  

™∏╣─ ⌐⅔™≡╙ ⇔≡™╕∆⅜⁸ ⌐ B │ 24 ≤─ ≢ 1.8 ≤

⌐ ⇔≡™╕∆⁹ 

 

Ẽ ─ ─  

 24  25  26  27  28  29  

 
 1,268 1,356 1,384 1,406  1,442  1,463  

 47.2 46.8 45.2 43.5  42.1  39.9  

 
 609 641 660 673  718  756  

 22.7 22.1 21.6 20.8  20.9  20.6  

 
 810 901 1,015 1,156  1,268  1,447  

 30.1 31.1 33.2 35.7  37.0  39.5  

  2,687 2,898 3,059 3,235  3,428  3,666  
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ᵓ ה ─ ─  

18 ─ ≢│⁸B2─ ⅜ ╙ ↄ⁸18 ≢│ A⅜ ╙ ↄ⌂∫≡™╕∆⁹ 

 

Ẽ ה ─ ─  

 17  18 39  40 64  65   

 348  601  431  83  1,463  

 192  305  217  42  756  

 869  417  148  13  1,447  

 1,409  1,323  796  138  3,666  

29  

 

 

─  

ᵑ ─ ─  

24 ≤ ∆╢≤⁸ ≢│ │ ┌™⁸ ⁸ │ ⇔≡™╕∆⁹ ⌐

│ 2.2 ≤ ⌐ ⇔≡™╕∆⁹ 

 

Ẽ ─ ─  

 24  25  26  27  28  29  

 
 359  395 392 377 372 359 

 17.9  17.7  16.5  15.1  13.8  12.5  

 
 1,251  1,366 1,435 1,480 1,549 1,609 

 62.2  61.4  60.5  59.3  57.6  56.1  

 
 401  465 543 640 766 902 

 19.9  20.9  22.9  25.6  28.5  31.4  

  2,011  2,226  2,370  2,497  2,687  2,870  

31  

 

ᵒ ─  

│ ⅜ ™≡⅔╡⁸ 24 ≤ ⇔≡ 1.4

─ ≤⌂∫≡™╕∆⁹ 

 

Ẽ ─  

 24  25  26  27  28  29  

 4,254 4,565 4,883 5,205 5,551 5,796 

31   
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─  

ᵑ ─  

│ ⅜ ™≡™╕∆⁹₈ ─ ⌐ ∆╢ ⌐ ∆

╢ ₉⅜ 27 ⌐ ↕╣⁸ ─ ≤⌂╢ ⅜ ↕╣≡™╕∆⁹ 

 

Ẽ β─  

 24  25  26  27  28  29  

 2,640 2,821 2,986 3,132 3,394 3,500 

 56 56 56 110 306 306 

31  

β₈ 26 ₉ │₈ ₉⁹ 27 ╟╡₈ ─ ⌐ ∆╢

⌐ ∆╢ ₉⅜ ↕╣√↓≤⌐ ™⁸ │ ─ 56 ⅛╠ 110 ⌐ ⁹╕√

⌐ 196 ⅜ ⁸ 29 ⌐ 24 ⅜ ↕╣⁸ │ 330 ⁹ 

 

ᵒ ─ ─  

─ ─ ╩╖╢≤⁸ ⅜ 27.5 ⁸ ה

⅜ 27.0 ≤ ↄ⁸ ™≢ ⅜ 16.4 ≤⌂∫≡™╕∆⁹ 

 

Ẽ ─ ─  

   

 128 3.7  

 111 3.2  

ה  194 5.5  

 116 3.3  

 106 3.0  

 963 27.5  

ה  943 27.0  

ה  63 1.8  

╕√│ ⌐ ╩ ℮  2 0.1  

 27 0.8  

 84 2.4  

ה  188 5.4  

 575 16.4  

 3, 500 100.0 

29 31  
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 ─  

─  

─ ⌐№√╡⁸ ⌐ ∆╢ ─№╢ ─ ╛ ─ ⁸ ─ ⁸

─☻ⱦכ◘ ה ╩ ⇔⁸ ─ ≤∆╢↓≤╩ ≤⇔≡⁸

─ ≢▪fi◔כ♩ ╩ ⇔╕⇔√⁹ 

 

Ẽ  

  

 ⁸ ⁸ ⁸ ⁸  

 ↔≤⌐ ⌐ ∂√  

 28 12 16 29  

ה   

 

Ẽ ה  

     

 1,850 886 884 47.8 

 750 351 350 46.7 

 900 399 397 44.1 

 1,000 422 421 42.1 

 750 395 395 52.7 

 5,250 2,453 2,447 46.6  
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▪fi◔כ♩ ⅛╠╖√  

▪fi◔כ♩ ─ ⌐ ≠™≡⁸ ⌐ ∆╢ ─№╢ ╩ ╡ ↄ ╩ ⌐

∆╢≤⁸ ─╟℮⌐⌂╡╕∆⁹ ☻ⱦכ◘ ─ ⌐≈™≡│⁸P.61  

 

 ─  

暮らしにつ

いて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【希望する暮らし方】 

●いずれの障害も「家族と一緒に暮らしたい」が最も多くなっています。次いで、

身体障害者、精神障害者では「ひとりで暮らしたい」が、知的障害者では「地

域で共同生活がしたい（グループホームなど）」が多くなっています。 

 

【地域で自立した生活をするにあたって必要なこと】 

●身体障害者、精神障害者では「収入が確保できること」、知的障害者では「地

域の人の障害に対する理解が深まること」が最も多くなっています。 

 

【今後、毎日の暮らしの中でやりたいこと】 

●全体的に、「買い物や映画に行くなど趣味やレクリエーション活動をしたい」

や、「家で過ごしたい」、「友人との交流や仲間づくりがしたい」、「企業等で働

きたい」が多く回答されています。知的障害者では「障害者就労施設以外の通

所事業所へ通いたい」も多くなっています。障害児では、「友だちといっしょ

に遊びたい」が最も多く回答されています。 

 

日中の活動

について 

【外出について】 

●１週間に数回以上外出する人は身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病患

者では７割を超えています。一方で、精神障害者では約４分の 1 が、めったに、

またはまったく外出しないと回答しています。 

●外出の際に困ることについて、身体障害者では「道路や駅の周辺に段差があり

移動しにくい」、知的障害者では「助けてほしい時に周りの人に声をかけにく

い」、精神障害者では「障害による症状に不安があり、外出できない」、難病患

者では「支援者がいなければ外出できない」が多くなっています。 

 

【平日の昼間の過ごし方について】 

●身体障害者、精神障害者、難病患者では「家で過ごしている」が最も多く、知

的障害者では「障害者就労施設以外の通所事業所に通っている」が多くなって

います。 

●年齢別でみると、身体障害者と難病患者では 30 ～59 歳は「企業等で働いて

いる」、60 歳以上は「家で過ごしている」が多くなっています。知的障害者で

は、59 歳以下は「障害者就労施設以外の通所事業所に通っている」、60 歳以

上は「入所施設または病院等で過ごしている」が多くなっています。精神障害

者ではいずれの年代も「家で過ごしている」が最も多くなっています。 
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 ─  

仕事につい

て 

【現在の働き方について】 

●身体障害者と精神障害者及び難病患者で最も多いのは「働いていない」で、知

的障害者では「就労継続支援Ａ型事業所以外の障害者就労施設で働いている」

が最も多くなっています。「正職員」という回答は、身体障害者と難病患者は

約２割ですが、知的障害者と精神障害者は５％以下にとどまっています。 

●賃金については、身体障害者と難病患者では月 15 万円以上の収入を得ている

人が５割を超えているのに対し、知的障害者では、精神障害者では少数にとど

まっています。逆に、１万円未満の収入しか得られていない人が、知的障害者

では約４割、精神障害者では約２割あります。 

 

【希望する働き方について】 

●３障害（身体・知的・精神）と難病患者に共通する傾向として、「働きたくな

い」という回答は、「働いていない」を大きく下回っており、現在働いていな

い人の多くが、就労を希望しながら働けていない状況があることがうかがえま

す。 

●「正職員」として働くことを希望している人の割合が、現在「正職員」である

人を上回っており、特に知的障害者、精神障害者で差が大きくなっています。 

●働きたくない人のその理由については、３障害・難病患者ともに「高齢だから

（年齢制限があるから）」のほか、「障害や病気の症状が重いから」、「働く（働

き続ける）自信がないから」が多くなっています。 

 

【仕事をやめた経験がある人のその理由】 

●「病気になったり、障害の程度が重くなったりしたから」が身体障害者・精神

障害者・難病患者で最も多くなっています。知的障害者で最も多いのは、「職

場の人の態度や言葉でいやな思いをしたから」で、この回答は精神障害者でも

多くなっています。 

 

進学・就職

について 

【障害児の進学について】 

●保育所や小学校の卒業後の進路については、特別支援学校に行きたいという回

答は約３割であるのに対し、中学校卒業後の進路では特別支援学校に行きたい

という回答が約６割に増加しています。 

 

【障害児の高等学校等の卒業後の進路について】 

●「大学等へ行きたい」、「就労継続支援Ａ型事業所以外の通所事業所へ行きた

い」、「会社などで働きたい」という回答がいずれも３割台となっています。 
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 ─  

障害理解と

権利擁護 

【不適切な対応等の経験について】 

●「いやな思いをしたことはない」を除くと、身体障害者では「狭い歩道などバ

リアフリー化の未整備」、知的障害者では「学校での生活」、精神障害者と難病

患者では「職場での生活」が多くなっています。 

●障害児では、「学校での生活でいやな思いをしたことがある」が多くなってい

ます。 

●障害（難病）があることでの不適切な対応はこの５年程度の間に増えたかどう

かについては、身体障害者と知的障害者については、「増えた」という回答と

「減った」という回答がほぼ同数ですが、精神障害者・障害児・難病患者では

「減った」より「増えた」という回答が多くなっています。 

 

【権利擁護の仕組みについて】 

●権利擁護の仕組みとして知っているものについては、３障害とも「成年後見制

度」「福祉サービス利用援助事業」概ね２割程度の認知度がある一方で、「知っ

ているものはない」という回答が５割前後を占めており、「高齢者・障害者権

利擁護支援センター」、「障害者虐待防止センター」、「障害者差別解消支援地域

協議会」、「福祉サービス運営適正化委員会」については、ほとんどが１割未満

の認知度しかありませんでした。 

●障害者差別解消法についても、いずれの障害でも「知っている」という回答は

少なく、「知らない」はいずれの障害も６～８割と非常に多くなっています。 

相談支援に

ついて 

【現在の生活で困っていること】 

●３障害と難病患者では、「障害、健康のこと」と「医療や病気のこと」、３障害

では、「生活費や収入のこと」が多くなっています。障害児では、「学校や進学

のこと」、「障害、健康のこと」が多くなっています。 

 

【相談先・情報入手先について】 

●「家族・親せき」を除くと、身体障害者では「友人・知人」、知的障害者では

「福祉事業所の職員」、精神障害者と難病患者では「医療機関」、障害児では、

「学校や幼稚園、保育所」が多くなっており、相談先は障害種別によって異な

っていることがうかがえます。 

●必要な情報については、３障害と難病患者では「必要に応じて相談ができるさ

まざまな窓口のこと」が最も多く、身体障害者、精神障害者、難病患者では「病

院や診療所のこと」知的障害者では「障害福祉サービスを提供する事業所のこ

と」が多くなっています。障害児でも、「不安なことや困ったことを相談でき

る場所の情報がほしい」という回答が多くなっています。 

●希望する情報の入手先については、いずれの障害も「市政ニュース」が最も多

く、次いで身体障害者・精神障害者・難病患者では「病院や診療所」、知的障

害者では「福祉事業所の職員」、障害児では「学校や幼稚園、保育所」が多く

なっています。 
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 ─  

障害福祉サ

ービス等に

ついて 

【福祉サービスの利用状況と利用意向について】 

●身体障害者では全体的に実際の利用状況と今後の利用意向の差が他の障害と

比較して小さくなっています。その中で、「居宅介護（ホームヘルプ）」と「訪

問看護」は、「今後利用したい障害福祉サービス」が「利用している障害福祉

サービス」をやや上回っています。また、「補装具費の支給、日常生活用具給

付等事業」、「療養介護」も利用状況と利用意向の差が大きくなっています。 

●知的障害者では、「グループホーム（共同生活援助）」について、利用状況と利

用意向との間に大きな差があり、特にニーズが大きくなっています。また、「自

立訓練（機能訓練・生活訓練）」、「地域活動支援センター事業」、「施設入所支

援」、「地域定着支援」についても利用状況と利用意向の差が大きくなっていま

す。 

●精神障害者では、「自立訓練（機能訓練・生活訓練）」、「行動援護」、「生活介護」、

「就労移行支援」で利用状況と利用意向の差がやや大きくなっています。 

●難病患者では、「居宅介護（ホームヘルプ）」、「訪問看護」について、利用状況

と利用意向との間に大きな差があり、特にニーズが大きくなっています。また、

「補装具費の支給、日常生活用具給付等事業」、「ショートステイ（短期入所、

日中一時支援）」についても利用状況と利用意向の差が大きくなっています。 

●障害児では、「ガイドヘルプサービス（移動支援）」について、利用状況と利用

意向との間に大きな差があり、特にニーズが大きくなっています。また、「行

動援護」、「ショートステイ（短期入所、日中一時支援）」、「相談支援」、につい

ても利用状況と利用意向の差が大きくなっています。 

 

【医療ケアを必要とする障害児について】 

●全体の 17 ％が何らかの医療ケアを必要としていると回答しています。医療ケ

アが必要なために困ったことについては、「家族の負担が大きい」が最も多く、

次いで「生活する上でできないことがたくさんある」、「行きたい学校等に行け

ない」が多くなっています。 

 

災害時等緊

急時の対応

について 

【災害時の避難について】 

●「自力では避難できない」という回答は、身体障害者と精神障害者は４割台、

知的障害者と障害児は７割台、難病患者は３割となっています。 

●地域避難支援制度の認知度については、いずれの障害も「知っている」という

回答が１割前後と少なくなっています。地域避難支援制度に、「現在登録して

いる」という回答がごく少数ですが、「登録したい」という回答は、より多く

なっています。 
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 ─  

介助者につ

いて 

【主な介助者について】 

●主な介助者・支援者については、身体障害者・難病患者では「配偶者」、知的

障害者と精神障害者では「父母」が多くなっています。 

●介助者・支援者の年齢については、３障害と難病患者では「65 歳以上」とい

う回答が多くなっています。障害児については「40 ～49 歳」が半数を超えて

最も多くなっています。 

 

【介助者・支援者の今後の生活への不安】 

●介助・支援者の今後の生活への不安については、いずれの障害についても「自

分の身体機能等の低下により、本人を介助・支援できなくなることが不安」、「経

済的に今の生活を続けられるかが不安」が多くなっており、知的障害者、障害

児については、「グループホームなど本人が自立して生活できる場が見つかる

かが不安」も多くなっています。 

 

【介助者・支援者が介助・支援対象者に望む暮らし方】 

●いずれの障害についても「家族と一緒に暮らす」が最も多くなっています。知

的障害者については、「グループホームで暮らす」、精神障害者については「ひ

とりで暮らす」も多くなっています。 

 

 

 

 

▪fi◔כ♩ ⌐ ≠ↄ ─  

─ ⅛╠⁸ ─ ⌐⅔™≡ ⌐ ⅜ ⅝™≤ ⅎ╠╣╢ ≤⇔≡⁸

─ ╩ →╢↓≤⅜≢⅝╕∆⁹ 

 

 

ᵑ ⌐⅔↑╢ ─ ─  

 ─ ─☻ⱦכ◘ ⁸∟℮─☼כ♬ ≤─ ⅜ ⱪכꜟ◓₈⅜─™⅝

ⱱכⱶ₉≢∆⁹ ∆╢ ⅜№╡⌂⅜╠⁸ ≢⅝∏⌐™╢ ⅜ ↄ™╢↓≤⅜℮⅛⅜ⅎ╕∆⁹ 

ↄ─ ⅜ ≤ ⌐ ╠∆↓≤╩ ╪≢™╢╙──⁸ ⌐ ⌐≈™≡│

⅜ ≢№╢↓≤⅜ ↄ⁸ ─ ⌐ ™⁸ ─ ─ ⌐≈™≡ ⅜ ╕∫≡™

╢≤ ⅎ╠╣╕∆⁹ ╙ ⅜☼כ♬ ™≢∆⅜⁸₈ ≢ ⅜⇔√™₉≤

⇔√ ─ ⅜ ⱶכⱪⱱכꜟ◓⁸╠⅛≥↓™ ─ │ ™≤ ⅎ╕∆⁹ 

╕√⁸ ≢ ⇔√ ╩∆╢─⌐ ⌂↓≤⌐≈™≡│⁸₈ ─ ₉≤≤╙⌐⁸₈

─ ─ ⌐ ∆╢ ⅜ ╕╢↓≤₉⅜ ⌐ ⌐⅔™≡ ↄ ↕╣≡™╢↓≤⅛╠⁸

Ɫכ♪ ∞↑≢⌂ↄ⁸ ─ ⅜ ╘╠╣╕∆⁹ 
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ᵒ ─  

₈ ™≡™⌂™₉≤ ⇔√ ≤ ⇔≡⁸₈ ⅝√ↄ⌂™₉≤ ⇔√ │ ⌐ ⌂ↄ⌂∫

≡™╕∆⁹↓─↓≤⅛╠⁸ ↄ─ ⅜ ⅝√ↄ≡╙ ↑⌂™ ⌐№╢↓≤⅜ ╖ ╣╕∆⁹ 

╕√⁸ ╩ ⇔⌂™ ─ ⌐╙⁸₈ ↄ ⅝ ↑╢ ⅜⌂™₉≤ ∆╢ ⅜ ↄ⁸

─ ─ ╛ ≢™╛⌂ ™╩⇔√↓≤⌐╟╡⁸ ⇔√ ⅜№╢ ╙ ⌂ↄ⌂™↓≤

⅛╠⁸ ⅜ ℮↓≤≢⁸ ≢⅝╢ ─ ╙ ╕╣╕∆⁹ 

⇔√ ─√╘⌐│ ⇔√ ⅜ ≢№╡⁸ ⌐ ∆╢ │ ™≤ ╦╣

╕∆⁹ 

 

ᵓ◘כⱦ☻♬כ☼─  

 ™∏╣─ ⌐⅔™≡╙⁸ ⇔√™ ☻ⱦכ◘ ⅜ ⌐ ╩☻ⱦכ◘╢™≡⇔

╢ ⌐№╡╕∆⅜⁸ ↔≤⌐ ⅜☻ⱦכ◘™√⇔ ⌂╢↓≤⅜ ↑╠╣╕∆⁹

╕√⁸ ⌐≈™≡│⁸∕─ ⅜ ☻ⱦכ◘⁸╡№╙─╙™⅝ ─ ≤⌂∫≡⅛╠ ⅜

™↓≤⅛╠⁸ ─ ⅜ ™↓≤╙ ⅎ╠╣╕∆⁹ 

╕√⁸ ◔▪╩ ≤⇔≡™╢ ⌐≈™≡│⁸ ─ ⅜ ⅝™≤ ∂≡™╢ ⅜

ↄ⁸◘כⱦ☻⌐ ∆╢ ⅜☼כ♬ ⅝ↄ⌂∫≡™╢↓≤╙ ⅎ╠╣╕∆⁹ 

 

ᵔ ─  

 ─ ╩⅝∫⅛↑≤⇔≡⁸ ╛ ─ ╡ ╖⅜ ╖≈≈№╡╕∆⅜⁸

⅜№╢↓≤≢ ⌂ ╩↕╣√╡⁸™╛⌂ ™╩⇔√╡⇔√ ⌐≈™≡│⁸

₈ ∫√₉≤™℮ ╟╡₈ ⅎ√₉≤™℮ ─ ⅜ ™ ⌐№╡⁸ ⌐ ≢│∕

─ ⅜ ↄ⌂∫≡™╕∆⁹ ─ ≤⇔≡│⁸ ⌂ ⅜ ⇔≡™╢≤│ ⅎ⌂

™ ⌐№╢≤ ⅎ╠╣╕∆⁹ 

 ⁸ ╛ ─ ─ ⅜⁸ ⌐⅔™≡╙ ⌐ ™

≢≤≥╕∫≡⅔╡⁸ ⅜ ╘╠╣╕∆⁹ 

╕√⁸ ⌐≈™≡│⁸ ╛ ∞∟ ⌐ ╩ ╗ ⅜ ↄ ↑╠╣╕∆⁹ 

 

ᵕ ─  

 ™∏╣─ ⌐⅔™≡╙⁸ ⌂ │₈ ⌐ ∂≡ ⅜≢⅝╢↕╕↨╕⌂ ─↓≤₉

⅜ ╙ ↄ─ ╩ ╘≡⅔╡⁸ ╩ ↑╠╣╢ ╩ ↄ─ ⅜ ╘≡™╢↓≤⅜

↕╣≡™╕∆⁹ ─ ⌂≥ ⌂ ⌐ ⇔≡™╢ ╙№╢↓≤⅛╠⁸

─ ╙ ╘╠╣╕∆⁹ 

 

ᵖ ─  

⌐⅔™≡│⁸ ⌂ ╩ ↑╢↓≤⅜≢⅝╢⅛ ╩ ∂≡™╢ ⅜ ↄ

↑╠╣╕∆⁹ ─ ╛ ─ ⌐ ⅎ⁸ ⌂ ⅜ ╠╣╢⅛⌂≥⁸

─ ⌐≈™≡ ™ ⅜№╢≤ ╦╣╕∆⁹ 

 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

第３章 計画の基本的な考え方 
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 ─ ⌂ ⅎ  

 ─ ה  

≢│⁸↓╣╕≢─ ⌐⅔™≡⁸ ≤⇔≡₈≤╙⌐ ⅝ ≤╙⌐ ⅎ№℮ 

─╕∟ ₉╩ →⁸∆═≡─ ┘≤─ ⅜ ↕╣⁸∞╣╙⅜ ⇔≡ ≢ ╠∑╢

╕∟≠ↄ╡╩ ╘≡⅝╕⇔√⁹ 

─╕∟≠ↄ╡╩ ∆↓≤│⁸ ≢ ╦╣≡™╢↓╣⅛╠─ ─

ⅎ ╛ ⌐ ⇔√╙─⌐⌂∫≡™╢≤ ⅎ╕∆⁹ 

 │⁸ ─↓╣╕≢─ ─ ⅎ ╛ ╩ ⇔≈≈⁸ ─

ⅎ ╛ ╩ ↕∑⁸ №╢ ≤⌂╢╟℮⌐⁸ ⅝ ⅝ ┘ ╩ ─

╟℮⌐ ╘╕∆⁹ 

 

 

 

 

 

 

  

 

ᵑ ∞╣╙⅜ ≤⇔≡ ⇔№™⁸ ⅎ№℮╕∟ 

  ─№╢ ≤⌂™ ≤⅜ ─ ≤⇔≡⁸ ™⌐ ⇔№™⌂⅜╠⁸ 

╙ ╙⌂ↄ⁸≤╙⌐ ╖⁸ ⅝⁸ ┘⁸ ⅎ╢╟℮⌂╕∟╩≈ↄ╢⁹ 

 

ᵒ ∞╣╙⅜ ≤⇔≡ ⅝⁸ ⇔√ ╩⅔ↄ╣╢╕∟ 

  ≥╪⌂⌐ ⅜ ™ ≢╙ ─⌂⅛≢ ⇔√ ─ ™ ╩ 

⅔ↄ╣╢≤≤╙⌐⁸ ─√╘─ ─ ─ ⅜ ↕╣⁸ 

╩ ∂≡ ╩ ╣╢╟℮⌂╕∟╩≈ↄ╢⁹  

 

ᵓ ∞╣╙⅜ ╠─ ⅝ ╩ ═╢╕∟ 

  ─№╢ ⅜↕╕↨╕⌂ ─ ┼─ ⅜ ↕╣⌂⅜╠⁸ 

╠⅜ ≈ ╩ ⌐ ≢⅝⁸ ╠─ ⅝ ╩ ⌐ ┘⁸ ≢⅝╢ 

╕∟╩≈ↄ╢⁹ 

 

ᵔ ∞╣╙⅜ ⌂ ≢≤╙⌐ ╠∑╢ ─ ⇔√╕∟ 

  ─№╢ ≤⌂™ ≤⅜ ─⌂⅛≢≤╙⌐ ⇔⁸ ─№╢ ─ 

╛ ╡ ↄ ⁸ꜝ▬ⱨ☻♥כ☺⌐ ∂≡ ≤⌂╢ ╛ ⅜ 

∫√╕∟╩≈ↄ╢⁹ 

 

≤╙⌐ ⅝ ≤╙⌐ ⅎ№℮ ─╕∟  
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 ─  

╖ ╣√ ≢─ ╠⇔─  

╖ ╣√ ה ≢™⅝™⅝≤ ╠⇔≈≠↑√™≤™℮─⅜⁸ ╙⅜ ╗ ™≢∆⁹ 

 ─№╢ ⅜ ה ⌐ ≠⅝⁸ ∆╢ ⅝ ה ╠⇔╩ ≢⅝╢╟℮⁸

⌂ ←⌂≈⌐☻ⱦכ◘ה ─ ─╟╡ ─ ⁸ └≤╡─ ⅜ ╠╣

⇔≡ ╠⇔≈≠↑╠╣╢ ─ ⌐ ╡ ╖╕∆⁹╕√⁸ ™⌂ה╢№─

⌐ ⌂ↄ⁸∆═≡─ ⅜ ╛⅛≢ №╢ ╠⇔⅜ ≢⅝╢╟℮⁸ ה ♥ꜞⱢⱦꜞה

fiꜛ◦כ ─ ╩ ╡╕∆⁹ 

 ↕╠⌐⁸ ╢∆≥╘∂│╩☻ⱦכ◘ ⌂ ╩☻ⱦכ◘ה ⌐ ⇔⁸ ≤

≤⌂∫≡ ╩ ⅎ╢◘כⱦ☻ה ≠ↄ╡╩ ╘╕∆⁹ 

 

ה ה ⌐ ↑√ ─  

─№╢ ⅜ ≤ ╩ ⇔⌂⅜╠ ─ ≤⇔≡─ ╩ ∟⁸ ╩ ╢↓

≤≢⁸ ⅝⅜™╩ ∟⁸ ─ ╩ ╘╠╣╢╟℮⌐⁸ └≤╡─◄fiⱤ꞉ⱷfi♩┼ ↑≡─

╩ ↕∑≡™ↄ ⅜№╡╕∆⁹ 

 ─№╢ ╛ ⌐ ╣─№╢ ⅜└≤╡─ ≤⇔≡ ⇔⁸ ≤ ╩ √

∑╢╟℮⁸ ≡╢ ≤ ╩ ┌⇔⁸ ╩ ⅝ ∆⁸ꜝ▬ⱨ☻♥כ☺ ≢─ ╣ ─⌂™

ה ⁸ ─ ╩ ╡╕∆⁹╕√⁸ ─№╢ ─ ה ≤⁸ ⌂

⅝ ⌐☼כ♬─ ≢⅝╢╟℮⁸ ─ ⌐ ╘╢≤≤╙⌐ ─ ╡ ╖╩ ╘

╕∆⁹ 

 ↕╠⌐⁸ fiꜛ◦כ◔♬ꜙⱵ◖ה ⌂≥⁸ ─№╢ ⅜ ⌂ ─ ה ╩ ∂≡

ה ⅜ √∑╢ ⌐ ╡ ╖╕∆⁹ 

 

≤╙⌐ ╡ ╗ ─╕∟≠ↄ╡─  

─№╢ ╙⌂™ ╙ ™⌐ ≤ ╩ ⇔⁸≤╙⌐ ┘⁸ ⅝⁸ ⇔⁸ ⅎ№∫≡

⅝≡™ↄ ─ ⌐ ↑≡ ╡ ╖╩ ╘╢ ⅜№╡╕∆⁹∕─√╘⌐⁸ ─ ⅛

╠─ ⌐ ∆╢ ─ ╛ ╩ ∆╢≤≤╙⌐⁸ ⌐ ╗ ₁⌂ ┘≤⅜≤╙⌐ ⅎ⁸

≈⌂⅜╡╩≈ↄ╡⌂⅜╠⁸ ⌐ ⌐ ⅝ ℮ ╠⇔╩ ⇔≡™ↄ ─╕∟≠ↄ╡╩

╘╕∆⁹ 

 ╕√⁸∆═≡─ ⅜ ה ≢⁸ ⌐ ╠∑╢╕∟≠ↄ╡╩ ∆╢√╘⁸ꜚ♬Ᵽכ◘

ꜟ♦◙▬fi─ ⅎ ─ ה ⌐ ╘╢≤≤╙⌐⁸ ⇔╛∆™ ה ─Ᵽꜞ▪

ⱨꜞכ ╛ ה ╩│∂╘ ⌐⅔↑╢ ה ─ ⌐ ╡ ╖╕∆⁹  
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 ─  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ה

ה

⌐

╠
∑
╢ 

╕
∟
≠
ↄ
╡ 

≤
╙
⌐

⅝

≤
╙
⌐

ⅎ
№
℮ 

╕
∟
≠
ↄ
╡ ─

 

ה

⌂

⅝

┼
─ 

─

 

ה

─

 

╩

ⅎ
╢
◘

ⱦ
☻
 ה

─

 

ה

ה
ꜞ
Ɫ
ⱦ
ꜞ
♥

◦ 

fi
─

 

 

∞╣╙⅜ ≤⇔≡ ⇔№™⁸ ⅎ№℮╕∟ 

∞╣╙⅜ ≤⇔≡ ⅝⁸ ⇔√ ╩⅔ↄ╣╢╕∟ 

∞╣╙⅜ ╠─ ⅝ ╩ ═╢╕∟ 

∞╣╙⅜ ⌂ ≢≤╙⌐ ╠∑╢ ─ ⇔√╕∟ 

 

≤╙⌐ ⅝ ≤╙⌐ ⅎ№℮ ─╕∟  

   

    

 

 ╖ ╣√ ≢─ ╠⇔─  

ה  ה ⌐ ↑√ ─  

 ≤╙⌐ ╡ ╗ ─╕∟≠ↄ╡─  

    

⌐ ↑≡Ν 

   ─  ╡  ╖ 

⇔
╛
∆
™

≠
ↄ
╡
≤ 

─

 

        

 

ה  ─  

 ≢─ ╠⇔╩ ⅎ╢ ─  

 ≤ ─ ⌐ ∆╢ ─  

 ꜝ▬ⱨ☻♥כ☺⌐ ∂√ ה ─  

 ─ ⌐ ↑√ ─  

   ⌂  ╡  ╖ 

 

⌐⅔↑

╢ ─  
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 ⌂ ╡ ╖ 

≢│⁸ ─ ⌐⅔↑╢ ─ ╛▪fi◔כ♩ ╩ ⌐ ─ ─№╢ ─

╩ ╕ⅎ⁸ ⌐⅔↑╢ ⌂ ╡ ╖≤⇔≡⁸ᵑ ה ─

⁸ᵒ ≢─ ╠⇔╩ ⅎ╢ ─ ⁸ᵓ ≤ ─ ⌐ ∆╢ ─ ⁸ᵔꜝ

▬ⱨ☻♥כ☺⌐ ∂√ ה ─ ⁸ᵕ ─ ⌐ ↑√ ─ ─ ╩

→╕∆⁹╕√⁸↓╣╠─ ⌂ ╡ ╖╩ ∆╢√╘─ ╖≠ↄ╡≤⇔≡⁸ᵖ

⌐⅔↑╢ ─ ⌐ ╡ ╖╕∆⁹ 

 

⌂ ╡ ╖ ה  ─  

 ừ ─  

ừ ⇔╛∆™ ה  

ừ ┼─  

ừ ─  

⌂ ╡ ╖  ≢─ ╠⇔╩ ⅎ╢ ─  

 ừ ─ ─  

ừ ─ ≠ↄ╡ 

ừ ⌂  

ừ ─№╢ ╩ ∆╢ ─  

ừ ─ ─  

⌂ ╡ ╖  ≤ ─ ⌐ ∆╢ ─  

 ừ ≤ ─ ─  

ừ ─№╢ ┼─ ≤ ⇔≡ ↄ↓≤⅜≢⅝╢ ≠ↄ╡ 

ừ ⌐≈⌂⅜╢ ⅝⅛↑─ ╛ ⌂ ⅝ ─  

ừ ⌐ ↑√ ─  

⌂ ╡ ╖  ꜝ▬ⱨ☻♥כ☺⌐ ∂√ ה ─  

 ừ ⌐ ∆╢ ─ ≤ ╣ ─⌂™ ≠ↄ╡ 

ừ ─☻ⱦכ◘  

ừ▬fi◒ꜟכ◦Ⱪ ◦☻♥ⱶ─  

⌂ ╡ ╖  ─ ⌐ ↑√ ─  

 ừ ─ ─  

ừ ─№╢ ─ ─  

ừ ─  

 

  

⌂

╡

╖

 

⌐

⅔

↑

╢

─
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ה ─  

 

ₒ ╡ ╖─ ₓ 

 ─ ╩ ╡⁸ ⌂ ─ ╛⁸ ≢ ∆╢ ─№╢ ─ ─

⁸ ⌂ ─ ⌐≈⌂⅜╢╟℮⁸ ה ─ ─ ⌐ ╘╕∆⁹ 

 ╩ ≤⇔√ ─ ╛⁸ ─ ⌂≥⁸ ⌐ ∆╢ ─ ╩

╡╕∆⁹ 

 

 

ừ ─  

 ─№╢ ─ ⌐ ╡ ™⁸ ╩ ⇔⁸ ⌐⅔↑╢ ─ ╛⁸ ╛

─☻ⱦכ◘ ⌂ ⌐≈⌂→╢√╘─ ─ ⌐ ⅝ ⅝ ╡ ╖╕∆⁹ ─№

╢ ╛∕─ ⁸ ⌐⁸ ☿fi♃₈╢№≢כ ☿fi♃כ⌐⇔

─╖╛₉╛ ☿fi♃₈כ▪▬ⱦ₉⁸כ ⌂≥─

─ ╩ ™⁸ ─ ≤ ─ ╩ ╡╕∆⁹ 

 ╕√⁸ ⌐╟╢ ╛ ╩ ⇔⁸ ─ ─ ╩ ╢≤≤╙

⌐⁸ ─ ה ⌐╟╢ ה ה ─ ⌂

⌐⁸ ☻ⱦכ◘ ≤ ⇔≡ ╡ ╖╕∆⁹ 

 

ừ ⇔╛∆™ ה  

▬fi♃כⱠ♇♩╛ ╩ ∂⁸ ╛ ⌂ ─ ╩ ™╕∆⁹╕√⁸

₁⌂ ─ ⌐ ⇔√◖Ⱶꜙ♬◔כ◦ꜛfi ╩ ∆╢⌂≥ ─ ⌐ ╘⁸

╙⅜ ⇔╛∆™ ה ─ ╩ ⇔╕∆⁹ 

⌂ ≢№╢ ☻ⱦכ◘ ─ ╛ ⁸ ה ≤─

╩ ⇔⁸ ⌂ ╛ ⅜ ⅝ ↄ╟℮⌐ ╘╕∆⁹ 

 

ừ ┼─  

─ ╛ ⌂≥─ ─ ╛ ─ ⌂≥⁸

┼─ ╩ ™⁸ ─ ≤◄fiⱤ꞉ⱷfi♩╩ ╡╕∆⁹ 

 

ừ ─  

╩ ≤∆╢ ─ ╛ ─ ⌐≈™≡⁸ ─ ╛ ╩ ∆╢≤≤╙⌐⁸

☿fi♃⁸╛כ ה ☿fi♃כ ─ ≤ ⇔ ╡ ╪

≢™⅝╕∆⁹ 

╕√⁸ ─№╢ ⅜ ⇔≡ ╠∆↓≤⅜≢⅝╢╟℮⁸ ≢─ ⌂≥╩

∂⁸ ─ ⌐ ╘╕∆⁹ 
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≢─ ╠⇔╩ ⅎ╢ ─  

 

ₒ ╡ ╖─ ₓ 

 ─№╢ ⅜ ∆╢ ╕™≢ ⇔≡ ╠∑╢╟℮⁸ ≤⌂╢ ╕™─ ≤

⅝ ─ⱶכⱪⱱכꜟ◓⅝ ╩ ╘⁸ ╩ ╡╕∆⁹╕√⁸ ה

─ ─√╘─ ≠ↄ╡╩ ╘╕∆⁹ 

─ ⁸ ⇔√ ╩ ⅎ╢ ─☻ⱦכ◘ה ─ ╩

⇔⁸ ─№╢ ╩ ∆╢ ─ ⌐ ╘╕∆⁹ 

 

 

ừ ─ ─  

─№╢ ─ ≢─ ─ ─ ─ⱶכⱪⱱכꜟ◓⁸╘√─ ⌐ ⅝ ⅝ ╡

╖╕∆⁹ ⌐№√∫≡│⁸ ╩ ⇔⁸ ─ ╩ ⇔╕∆⁹╕√⁸ ─ ╩

╗ ─☻ⱦכ◘ ⌐≈™≡╙ ╩ ╘╕∆⁹ 

⌂⅔⁸ ≤⌂╢ ╕™─ ╩☼כ♬│≡™≈⌐ ⌐ ⇔⁸ ≤ ≢

╩ ╘≡╕™╡╕∆⁹ 

 

ừ ─ ≠ↄ╡ 

⅝ ⅝⁸ ╛ ≢─ ╡ ╖╩ ∂⁸

─ ─ ─ ╛⁸ ה ╛∕─ ⌐ ∆╢ ╛ ╩

™⁸ ╩ ╘╕∆⁹ 

 ╕√⁸ ─ ⌐╟╢ ─ ─ ╩ ╘⁸ ⅜ ≤

╡ ↕╣╢↓≤⅜⌂™╟℮ ≤ ╩ ™╕∆⁹ 

 

ừ ⌂  

⌐≈™≡⁸ ≤ ╩ ™⁸ ╩ ╘╕∆⁹ ─

╛ ⇔√ ☻ⱦכ◘ ─ ⌐╟╡⁸ ⇔√ ─ ≠ↄ╡╩ ╘╕∆⁹ 

 

ừ ─№╢ ╩ ∆╢ ─  

⌐☼כ♬─ ∆╢√╘⌐│⁸ ☻ⱦכ◘ ─ ™ ─ ⅜ ≢∆⁹

☿fi♃כ╛Ɫ꜡כ꞉כ◒ ≤ ⇔≡⁸ ⅜ ∆╢ ─ ┼─

─ ╩ ™⁸ ┘⌐ ─ ⌂ ╩ ∆ ⁸ ─№╢ ╩ ∆╢

─ ⌐ ╡ ╖⁸ ☻ⱦכ◘ ─ ╩ ╡╕∆⁹ 

 

ừ ─ ─  

─ ╛⁸ ה Ⱡ♇♩꞉כ◒─ ─ ⌐≈™≡⁸

╛ ≤─ ╩ ╘╢≤≤╙⌐⁸ ╛ ─ ─ ⌐ ╡ ╖⁸

─ ─ ╩ ╡╕∆⁹ 
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≤ ─ ⌐ ∆╢ ─  

 

ₒ ╡ ╖─ ₓ 

─№╢ ─ ╩ ∆╢√╘⁸ ⌐ ∆╢ ─ ⌐ ╡ ╖╕∆⁹

╕√⁸ ⌐ ╩ ⇔⁸ ⇔≡ ↄ↓≤⅜≢⅝╢ ≠ↄ╡─ ≤ ─№╢

─ ⌐ ╡ ╗ ─ ╩ ╡╕∆⁹ 

─№╢ ─ ╩ ∆╢√╘⁸ ≤ ⇔⁸ ─

⌐╟╡⁸ ─ ╩ ╡╕∆⁹ 

 

 

ừ ≤ ─ ─  

─№╢ ─ ≤ ─ ─√╘⁸ ☿fi♃₈כ▪▬ⱦ₉כ

╩ ⌐⁸Ɫ꜡כ꞉כ◒ ─ ≤─ ─ ╛ ─ ╩ ╘⁸ ⁸

┼─ ─ ╩ ╡╕∆⁹ 

 

ừ ─№╢ ┼─ ≤ ⇔≡ ↄ↓≤⅜≢⅝╢ ≠ↄ╡ 

─№╢ ─ ─ ⌐⅔™≡⁸ ─ ─ ⌐╟╡⁸ ─ ≤

⌐ ╡ ╗ ─ ╩ ╡╕∆⁹ 

╕√⁸ ─ ≤⇔≡⁸ ⌐⅔™≡ ה ╩ ≤⇔≡ ∆╢

╩ ה ↕∑╢≤≤╙⌐⁸ ≢─ ⌐ ∆╢ ╩ ╘╢⌂≥⇔⁸ ⌐

↑≡ ╡ ╖╩ ╘╕∆⁹ 

 

ừ ⌐≈⌂⅜╢ ⅝⅛↑─ ╛ ⌂ ⅝ ─  

≤─ ⌐╟╢ ⅛╠─ ╛⁸ ▪☿☻ⱷfi♩─ ⌂≥⁸ ⌐≈⌂⅜

╢ ⅝⅛↑─ ╩ ╡╕∆⁹ 

╕√⁸ ─№╢ ─ ╩ ⇔⁸ ⌐ ℮ ⅝ ⅜ ≢⅝╢╟℮⁸

⌐╟╢ ╡ ╖ ⌐╟╡⁸ ─ ╩ ╡╕∆⁹ 

 

ừ ⌐ ↑√ ─  

─№╢ ─ ╩ ∆╢√╘⁸ ╩ ∂⁸ ≤

⇔⁸ ─ ╛ ⌐╟╢ ─ ⌐╟╡⁸ ─ ⌐ ╡ ╖╕∆⁹ 
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ꜝ▬ⱨ☻♥כ☺⌐ ∂√ ה ─  

 

ₒ ╡ ╖─ ₓ 

─ ╩ ⌐ ⇔⁸ ⌐≈⌂→╢√╘⌐⁸ ╛ ⌐ ∆╢

╩ ↕∑⁸ ⌐ ∂√ ⌂ ≠ↄ╡╩ ╘╕∆⁹ ⱦכ◘

☻─ ╩ ╡⁸ ─ ─ ╛ ─┼☼כ♬ ╩ ╘╕∆⁹  

╕√⁸ ─ ─√╘─▬fi◒ꜟכ◦Ⱪ ◦☻♥ⱶ─ ⌐ ↑⁸ ─№╢

⌐ ∆╢ ─√╘⌐ ⌂ ╩ ⇔⁸ ┘ ⌐ ∂⁸⅛≈⁸∕─ ╩

╕ⅎ√ ⌂ ⅜ ↑╠╣╢╟℮⁸ ≠ↄ╡╩ ╘≡™⅝╕∆⁹ 

 

 

ừ ⌐ ∆╢ ─ ≤ ╣ ─⌂™ ≠ↄ╡ 

↓≥╙ ☿fi♃כ─ ≤ ─ ה ≤─ ╩ ↕∑⁸ ⅛╠

⌂ ╛ ⅜ ↑╠╣╢ ╩ ⅎ╕∆⁹╕√₈⅛⅔♥꜠ⱦ₉─ ⌂≥⌐╟╡

─ ╩ ╡⁸ ה ⌐≈⌂→≡™⅝╕∆⁹ 

⌐ ∂√ ╣ ─⌂™ ⅜ ╦╣╢╟℮⁸ ⇔√ ╩ ╢⌂≥ꜟכ♠─╘√℮

₈╖╛∫↓ⱨ□▬ꜟ ◘ⱳכ♩ⱨ□▬ꜟ ₉─ ─ ╩ →≡™⅝╕∆⁹╕√⁸

⌐⅔↑╢ ╛ ה ה ה ─ ─ ≤ ─ ╩ ™╕∆⁹ 

 

ừ ─☻ⱦכ◘  

ⱦ☻⌐≈™≡⁸כ◘ ╛ ☻ⱦכ◘▬♦ ↑─

⁸↓≥╙ ☿fi♃כꜞ♩►▪─╠⅛כ♅⌂≥─ ╛ ╩ ⌐ ∫≡™ↄ⌂⅛≢⁸

≤─ ╩ ╘⁸ ─№╢ ≤∕─ ┼─ ╩ ∆╢≤≤╙⌐⁸ ─ ╩

╡╕∆⁹ 

╕√⁸ ╛ ◔▪╩ ≤∆╢ ⅜ ─☻ⱦכ◘⌂ ╩ ╘⁸

─ ─ ╩ ╢≤≤╙⌐⁸ ─№╢ ─ ≢─ ╩ ⇔╕∆⁹ 

 

ừ▬fi◒ꜟכ◦Ⱪ ◦☻♥ⱶ─  

└≤╡─ ⌐☼כ♬ ∂√ ╛ ⌐ ⅎ⁸ ─№╢ ≤ ─⌂™ ⅜

⌂ ╡≤╙⌐ ┬ ╖╩ ∆╢√╘⌐⁸ ─ ≤⌂╢ ╛⁸ ₁⌐

≤↕╣╢ ─ ⅜ ⅎ╢╟℮ ╡ ╖╕∆⁹ 

╛ ⌐⅔↑╢ ⌐ ∆╢ ─ ╩ ╡⁸ ⌐⅔↑╢ ─№╢ ─

─ ╩ ╢≤≤╙⌐⁸ ה ה ─ ─ ⌐ ╡ ╖╕∆⁹ 
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─ ⌐ ↑√ ─  

 

ₒ ╡ ╖─ ₓ 

⁸ ⌐ ≠ↄ ─ ⌐≈™≡⁸ ↄ ─ ─

╩ ╡╕∆⁹ ╛ ⌂≥ ─№╢ ⅜ ⇔≡ ≢ ≢⅝╢╟℮⁸ ה

ה ⌐ ⇔ ─ ⌐ ╘╕∆⁹ 

╕√⁸ ≤ ⇔⁸ ╟╡ ₁⌂ ─№╢ ─ ─ ⌐ ╘╕∆⁹ 

 

 

ừ ─ ─  

╛ ⌐ ≠ↄ ─ ⌐≈™≡⁸ ה ה

─ ─ ⌐ ╡ ╖╕∆⁹ ה ─ ╛⁸ ╛ ─

┼─ ─ ⁸ ─№╢ ⁸ ┘ ─ ⌐ ⇔√ ─√

╘⌐╙⁸ ╩ ⌐ ⇔⁸ ─ ╛⁸ ─ ה ⁸ ─

╕∟≠ↄ╡⌐ ↑√ ─ ⌐≈™≡ ╡ ╖╕∆⁹ 

 

ừ ─№╢ ─ ─  

│ ≢№╡⁸ ─◖Ⱶꜙ♬◔כ◦ꜛfi─ ≤⇔≡ ≢№╢⌂≥⁸

⁸ ⌂≥ ─ ⌐╟∫≡ ⅎ≡™╢ ╛ ⌂ ⅜ ⌂╢↓≤╩⁸ ┼─

─ ≤≤╙⌐⁸ ≤ ⇔⁸ ╟╡ ₁⌂ ─№╢ ─ ⌐ ╘╕∆⁹ 

 

ừ ─  

─ ⌐ ™⁸ ה ה ⌐ ⇔⁸ ⌂ ╩ ™╕

∆⁹╕√⁸ ⌐ ⇔⁸ ⅝ ⅝ ╩ ∂≡ ─ ⌐ ╘⁸ ╩ ≤∆╢ ─

╩ ⇔╕∆⁹ 

─ ⌐ ∆╢ ⌐ ↑√ ╩ ╘╢╒⅛⁸ ─

╩ ╘⁸ ≤ ⇔⁸ ─ ╖≠ↄ╡╩ ╘╕∆⁹ 
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⌐⅔↑╢ ─  

 

ₒ ╡ ╖─ ₓ 

⌂ ╡ ╖─ ╩ ∂⁸ ⅜ ─√╘─

⌂ ─ ╛ ─ ≤ ─ ≤⇔≡ ∆╢╟℮⁸ ╛ ─

™ ≤ ⅜ ⇔⌂⅜╠ ∆╢≤≤╙⌐⁸ ─ ╩ ╡╕∆⁹ 

╕√⁸ ₁⌂ ─ ⌐≈™≡ ⇔⁸ ⌐⅔↑╢ ─ ⌐ ↑⁸ ה

ה ┼─ ⅝⅛↑╩ ⇔╕∆⁹ 

 

 

ừ ⌐⅔↑╢ ה ─ ╖≠ↄ╡ 

⅜⁸ ה ─ ╖─ ≤⇔≡ ⇔≡™ↄ╟℮⁸ ─

─ ⅛╠ ↕╣√ ⌐≈™≡⁸ ™ ≤ ⇔⌂⅜╠ ⇔╕∆⁹ 

 

ừ ⌐⅔↑╢ ⌐ ↑√ ⅝⅛↑─  

⌐⅔↑╢ ─ ─√╘⁸ ─№╢ ╩ ∆╢Ⱡ♇♩꞉כ◒─ ╩ ╘╕∆⁹

₁⌂ ─ ⌐≈™≡ ⇔⁸ ה ה ┼─ ⅝⅛↑╩ ⇔╕∆⁹

╕√⁸ ┼─ ™ ─ ╩ ⇔╕∆⁹ 

 

ừ ─ ┘ ─ ┼─  

╩ ∆╢√╘⌐⁸ ⌐⅔™≡⁸ ⅝ ⅝ ─ ╩ ╢≤≤

╙⌐⁸ ─ ┼─ ╩ ╡╕∆⁹ 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

第４章 分野別の取り組み 
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 ─ ╡ ╖ 

 

₈≤╙⌐ ⅝ ≤╙⌐ ⅎ№℮ ─╕∟ ₉─ ⌐ ↑⁸ ≢ →√ ≈─

⌂ ╡ ╖╩⁸ ─ ≈─ ⌐ ↑≡ ╘≡™⅝╕∆⁹ 

 

 ⇔╛∆™ ≠ↄ╡≤ ─  

 ─  

ה ─  

─  

ה  ─fiꜛ◦כ♥ꜞⱢⱦꜞה  

ה  fiꜛ◦כ♥ꜞⱢⱦꜞה ─  

⌐ ∆╢ ─  

┼─  

 ╩ ⅎ╢◘כⱦ☻ה ─  

☻ⱦכ◘  ─  

┼─ ─  

─  

ה  ⁸ ─  

ה  ─  

─  

ה ⌐ ∂√ ─  

ה  ⌂ ⅝ ┼─ ─  

ה   

─  

 ─  

─fiꜛ◦כ◔♬ꜙⱵ◖ה   

─  

 ≤╙⌐ ⅝⁸≤╙⌐ ⅎ№℮╕∟≠ↄ╡ 

 ─  

─  

⌐⅔↑╢ ─  

ה  ה ⌐ ╠∑╢╕∟≠ↄ╡ 

 ─╕∟≠ↄ╡ 

─ ה  

ה ─  

  



32 

 ⇔╛∆™ ≠ↄ╡≤ ─  

 

 

 

 

─  

№╪⇔╪ ╛ ☿fi♃⁸כ ⌂≥─ ⌐⅔™≡⁸ ─№╢ ╛

∕─ ⁸ ─ ⌐ ∂╢≤≤╙⌐⁸ ─ ╩ ╡⁸ ─№╢ ─ ╠⇔

╩ ⅎ╕∆⁹ 

 

⌂ ה ה  ─ ה ╡ ╖─  

№╪⇔╪  

─  

 ̧ 地域自立支援協議会を通じ、相談支援事業所間やその他事業所等との連携

強化を図るとともに、対応困難事例の検討や情報共有により、問題解決を

図る体制を充実させます。また、研修を実施し、相談員等の資質の向上に

努めます。 

⌂ ─  

 ̧ 身体障害者相談員や知的障害者相談員、精神障害者相談員、ピアサポータ

ー、民生委員・児童委員等の活動を支援します。 

 ̧ 当事者団体や保護者団体と連携し、積極的な情報交換をします。 

⌐⅔↑╢  

─  

 ̧ 障害福祉課をはじめとする福祉や保健の関係部署に福祉連携担当者を配

置し、引き続き関係部署間での連携強化に努めます。 

ךּ ḭ 25 ṇ טּ ṡ

ṇ ︡ Ṣ ︡ḭ ḱ נּ ךּ ḭצּ︣

ṡ ︡ ךּ︣ Ṣ ︣ ṇ צּ ךּ ︣Ḯ ḭ ךּ ḭ

ṇ ḭ ︣ ךּ ︣Ḯ 

 28 ṡ Ṣּצ אל ︡ ḭצּ ךּףּ צּ

ךּ טּ ḭ ךּ ḱ צּ ︣Ḯ 

  

טּ צּ Ṅ צּ קּ

ḭ צּ שּ ḭלּ ḱ ︡

אל ︣Ḯ 

 ︣ טּ צּ ḭ ךּ שּ ︡ḭ

ḭ ︣Ḯ ḭ ḱ

︡ ︣Ḯ 

╡ ╖─  

ה  
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ה ─   

─№╢ ⅜ ⇔╛∆™◖Ⱶꜙ♬◔כ◦ꜛfi ╩ ⇔⁸ ⌐ ∂√ ─

╩ ⇔╕∆⁹╕√⁸▬fi♃כⱠ♇♩╩ ⇔√ ╩ ╘╢ ≢⁸▬fi♃כⱠ♇♩

╩ ≢⅝⌂™ ⌐╙ ⅜ ⌐ ↄ╟℮⁸ ─ ╛ ≤─ ה

╩ ╘╢≤≤╙⌐⁸ ─№╢ ─ ⌐ ╦╢ ה ┼─ ╩ ⇔╕∆⁹ 

 

⌂ ה ה  ─ ה ╡ ╖─  

⌐ ∆╢ 

─  

 ̧ 市政ニュース（点字市政ニュース・声の市政ニュース）やホームページ、  

ケーブルテレビなど多様な媒体を活用し、様々な場所で、障害特性に応じた

手段で情報が入手できるように取り組みます。 

 

 

─  

─№╢ ─ ⅜ ╠╣⁸ ╛ ⌂≥ ⅜ ↕╣╢╟℮⌂↓≤⅜⌂™╟℮

⌐⁸ ─ ה ╩ ╡╕∆⁹╕√⁸ ─№╢ ─ ─ ⌐╟╢◄fiⱤ

꞉ⱷfi♩⌐ ╘╕∆⁹ 

 ╕√⁸ ≢₈ ─ ─ ⌐ ∆╢ ₉ ┘₈ ₉

⅜ ↕╣√↓≤⌐ ╖⁸ ה ☿fi♃כ≤ ⇔⁸ ─ ⅜ ↕

╣╢╟℮ ⇔≡™ↄ↓≤╩ ≤⇔≡⁸ ╩ ╘√

─ ⌐ ╡ ╖╕∆⁹ 

 

⌂ ה ה  ─ ה ╡ ╖─  

⌐ ∆╢

─  

 ̧ 高齢者・障害者権利擁護支援センターにおいて専門相談支援を行うととも

に、市や関係機関と連携して権利擁護に関する問題解決に取り組みます。 

 ̧ 権利擁護支援システム推進委員会による協議を進め、支援機関や関係団体

との連携強化に努めるなど、支援システムの構築を図ります。 

─√╘─ 

╡ ╖─  

 ̧ 基幹相談支援センターや高齢者・障害者権利擁護支援センター等の関係機関

と連携し、障害のある人等の虐待防止、早期発見・早期対応に取り組みます。 

─ ≤

 

 ̧ 判断能力が十分でない人の財産管理や身上監護に関する契約を援助する

成年後見制度について、制度の周知を行うとともに、市長申立や費用・報

酬の助成制度の活用により、制度の普及に努めます。 

─√╘─ 

╡ ╖─  

 ̧ 不当な差別的取り扱いや合理的配慮の不提供の問題について、相談体制の

整備、広報・啓発を行うとともに、問題解決に向けた取り組みの方向性に

ついて、障害者差別解消支援地域協議会を中心に、地域自立支援協議会と

連動し、検討を進めます。 

 ̧ 障害当事者や関係機関と差別の解消に関する条例制定に向けた協議を進

めます。 

─  
 ̧ 触法障害者等の支援について、弁護士会や兵庫県地域生活定着支援センタ

ーなどの関係機関と連携して取り組みます。 
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ה  ─fiꜛ◦כ♥ꜞⱢⱦꜞה  

 

 

 

 

 

ה fiꜛ◦כ♥ꜞⱢⱦꜞה ─  

─ ה ⌐≈⌂→╢≤≤╙⌐⁸ ≠ↄ╡⌐ ↑√ ╩ ™╕∆⁹╕√⁸

─№╢ ⅜⁸ ⌂ ⌐⅔™≡ ⌂ ╩fiꜛ◦כ♥ꜞⱢⱦꜞה ↑╢↓≤⅜≢⅝╢╟℮

╩ ℮≤≤╙⌐⁸ ה ה ─ ─ ⌐ ╘╕∆⁹ 

 

⌂ ה ה  ─ ה ╡ ╖─  

─ ה  

 ̧ 保健師等による健康づくりに関する啓発や、健（検）診の受診勧奨により、

主体的な健康づくり・介護予防を促すとともに、疾病等の早期発見・早期

治療につなげます。 

≢─ ─ 

 

 ̧ 比較的軽症の救急患者に対応する救急医療体制として、在宅当番医制を実

施することで、夜間・休日の医療体制を確保するとともに、制度の安定し

た運営に努めます。 

─  

 ̧ 機能回復、治療等に要した医療費の一部を公費で負担する自立支援医療

（更生医療・育成医療・精神通院医療）の円滑な実施に努めます。 

 ̧ 障害者（児）医療費助成や高齢障害者医療費助成など、国や県の制度に準

じて医療費の助成を行い、負担の軽減を図ります。 

─  

 ̧ 一般の歯科診療所の受診が困難な重度障害のある人に対して、西宮歯科総

合福祉センターにおいて歯科診療を行います。 

≢─ꜞⱢⱦꜞ♥כ

◦ꜛfi ─  

 ̧ 総合福祉センター内のリハビリセンターで実施する事業のほか、地域のリ

ハビリ機関や医療機関等と連携を図りながら、地域でのリハビリテーショ

ンの提供体制及び相談支援の充実を図ります。 

 

פּפּ ￼ḭ פּ ḭ צּ

︣Ḯ ḭ ︡ ךּ טּ ︡ ḭ

ḭ ḱ ṇ צּ ︣Ḯ 

 

טּ ḭוֹ וֹףּ ḱ

ṇ ︣Ḯ ḭ ︣ ḭ

וֹףּ ︣Ḯ ךּףּ ḭ ḱ ḱ ḱ

שּ ךּ ︣Ḯ 

╡ ╖─  

ה  



35 

⌐ ∆╢ ─  

╛∕─ ┼─ ─ ╩ ╢≤≤╙⌐⁸ ⌐ ∆╢ ─

ה ╛⁸ ╛ ⌐ ∆╢ ╩ ⌐ ℮↓≤⌐╟╡⁸ ⌐ ה

⅜≢⅝╢ ≠ↄ╡⌐ ╘⁸↓↓╤─ ≠ↄ╡╩ ⇔╕∆⁹ 

 

⌂ ה ה  ─ ה ╡ ╖─  

─  
 ̧ 保健所や保健福祉センターにおいて、保健師や精神科医師等による精神保

健福祉相談を継続して実施するなど、相談支援体制の充実を図ります。 

─  

 ̧ 精神疾患の早期治療・対応のため、医療機関に関する情報提供に努め、適

切な医療機関を選択して受診できるよう支援します。 

 ̧ 精神症状の急な悪化等に対応するため、兵庫県の精神科救急医療センター

等と連携し、救急医療体制の確保を図ります。 

⌐ ∆╢

≤ ─  

 ̧ こころの健康づくりや精神疾患に関する知識の普及・啓発を推進します。 

 ̧ 精神障害に関する知識の普及と、精神障害のある人が安心して地域で生活

を送れるように市民の関心と理解を深めるための講座を開催します。 

⌐ 

∆╢ ─  

 ̧ 保健所を中心として福祉・医療・保健等の関係機関で構成する地域精神保

健福祉に関する会議を開催し、精神障害の支援体制の充実を図ります。 

 

 

┼─  

┼─ ─ ╩ ╢≤≤╙⌐⁸ ╛☻ⱦכ◘ ⌂☻ⱦכ◘

≥─ ⌐╟╢ ─ ╛⁸ ╛ ─ ─ ⌐╟╢ ─ ⌐ ╘╕∆⁹ 

 

⌂ ה ה  ─ ה ╡ ╖─  

┼─ ─

 

 ̧ 兵庫県難病相談センター、福祉関係者、医療関係者と連携し、相談支援を

行うとともに、利用できる制度などの情報提供・情報発信を強化します。 

 ̧ 支援者の資質向上や連携強化を図るため、講習会を開催します。 

─  
 ̧ 専門医と地域の診療所との連携に向けて、ケアマネジャーや看護師等との

連携を強化します。 

┼─

─  

 ̧ 難病患者やその家族に対する訪問指導、医療相談会、患者交流会の開催や在

宅療養支援計画の策定により、在宅療養生活を支援します。 
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 ╩ ⅎ╢◘כⱦ☻ה ─  

 

 

 

 

 

☻ⱦכ◘ ─  

─№╢ ─ ╖ ╣√ ≢─ ╛ ╩ ∆╢√╘⁸ ─ ה

╩ ⇔⌂⅜╠ ☻ⱦכ◘ ─ ─ ╩ ╡╕∆⁹ 

 

⌂ ה ה  ─ ה ╡ ╖─  

╩ 

╕ⅎ√  

 ̧ 本人中心支援計画を踏まえた障害福祉サービス等の支給決定を行います。 

 ̧ 相談支援事業所や相談支援専門員の増加を促し、相談支援利用者の拡大

や、きめ細やかなモニタリングに努めます。 

☻ⱦכ◘  

●▬♪ꜝ▬fi─ 

⌂  

 ̧ 障害福祉サービス・地域生活支援事業について、公費において支援する範

囲を定める判断基準である「障害福祉サービス等支給ガイドライン」の適

正な運用に努めます。また、ケースワーカー会議や障害者介護給付費等審

査会における協議・検討を踏まえ、適切な支給決定に努めます。 

☻ⱦכ◘  

─  

 ̧ 障害福祉サービス等を円滑に提供するため、第三者機関となる「障害福祉

サービス等評価調整会議」において、障害福祉施策に対する評価や課題の

検討を行います。 

─№╢ ─  

⌐ ℮  

 ̧ 障害のある人が介護保険制度の対象となった場合も、本人の状態等を鑑み、

障害福祉サービス等の支給を検討するとともに、ケアマネジャーや介護保

険事業所とも連携し、適切なサービスの提供に努めます。 

⌐╟╢ 

─☻ⱦכ◘ ─  

 ̧ 障害福祉サービス事業者に対する集団指導及び実地指導を定期的に行い、

不適正な運営または給付費の不正請求が疑われる場合には監査を行いま

す。また、必要に応じ、事業者への指導や兵庫県等の関係機関との連携強

化を行い、サービスの質の担保に努めます。 

 

︣ ךּ ︡ ︡ ךּ לּךּ ḭצּ צּ ךּ

︣Ḯּ︡︡פ צּ ḭ ṇ ṇ ḭ

לּ לּ ךּ Ḯ צּ ︣ קּ ḭלּ ṇ

צּ ךּ ︣Ḯ 

 

טּ Ṅ נּ ṇ ︣Ḯ

נּ ךּ︡ ṇ ḭ ḱ

שּ ︡ ︣Ḯ 

╡ ╖─  

ה  
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─№╢ ╩ ∆╢ 

─ ≤ ─  

 ̧ 兵庫県福祉人材センターやハローワーク西宮と連携して、各機関が実施す

る福祉分野の就労希望者への支援等の広報を行い、市民並びに事業者の積

極的な活用を促す等、障害のある人を支援する人材の確保に努めます。 

 ̧ ハローワーク西宮と連携し、障害のある人を支援する仕事に就きたい人を

対象とした就職相談・面接会を開催します。 

 ̧ 障害のある人を支援する仕事に就いていた人が離職し、再就職する場合

に、介護技術等の講習が受けられるよう支援する事業の実施について検討

します。 

 ̧ 地域自立支援協議会を通じ、事業所間の情報共有や連携を図り、支援者の

質の向上を図ります。 

 

 

┼─ ─  

─ ⌐ ↑√ ┼─ ─ ─↕╠⌂╢ ⌐ ↑⁸ ה ≤

⇔≡⁸ ╛ ⅛╠ ⌐ ⇔⁸ ∆╢╕≢─ ⌂ ─ ⌐ ╡ ╖╕∆⁹ 

 

⌂ ה ה  ─ ה ╡ ╖─  

─

─  

 ̧ 地域自立支援協議会において抽出された地域生活移行の課題について、引

き続き、入所施設職員間の情報交換、相談支援専門員やその他事業所との

連携により、解決に取り組みます。 

⌐ ∆╢ 

─  

 ̧ 地域生活の準備のための外出への同行支援・入居支援等を行う「地域移行

支援」や、地域生活への移行後に緊急時の連絡やサポートを行う「地域定

着支援」が円滑に実施されるように体制の整備を図ります。 

╩ ∆╢ 

─  

 ̧ 地域自立支援協議会や相談支援を通じ、入所施設職員への情報提供や情報

共有を図ります。 

 ̧ 施設入所者の地域生活移行の促進により発生する施設の空床の活用につ

いて検討します。 

─  
 ̧ 平成28 年から実施している「精神障害者地域移行推進事業」により、長

期入院精神障害者の地域生活移行に引き続き取り組みます。 

 

 

─  

⇔≡ ╠⇔ ↑╢↓≤─≢⅝╢╕∟≠ↄ╡⌐ ↑⁸ ─№╢ ─ ╩ ⌐

∆╢ ─ ⅜ ╘╠╣≡™╕∆⁹ ⌐⅔™≡ ⌂ ╩ ⇔⁸

─ ה ⌐╟╢ ⌂ ╩ ∫≡™⅝╕∆⁹ ⌐≈™≡│⁸P.54  

 

⌂ ה ה  ─ ה ╡ ╖─  

─ 

 

 ̧ 地域自立支援協議会を中心に本市に必要な機能について検討し、既存の社

会資源の活用などにより、面的な整備を進めます。 

 ̧ 地域共生館「ふれぼの」について、面的な整備の必要な機能の一部を担う

重要な施設として、その活用方法の検討を進めます。 
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ה  ⁸ ─  

 

 

 

 

 

ה ─  

─ ╩ ⌐ ⇔⁸ ⌐≈⌂→╠╣╢ ╖≠ↄ╡⌐ ╘╕∆⁹╕√⁸ ה

⅜ ⌂ ⌐ ⇔⁸ ╙ ╘√ ⅜ ⅎ╢╟℮⁸↓≥╙ ☿fi♃כ≤

╩ ⌐ ╡ ╖╕∆⁹ 

  

⌂ ה ה  ─ ה ╡ ╖─  

ה  

─  

 ̧ 妊産婦に対する保健指導、新生児・乳幼児に対する家庭訪問や健康診査、

健康相談等を実施することで、障害や障害の疑い、疾病を早期発見し、

適切な療育・治療につなげるための母子保健事業の推進を図ります。 

─  

 ̧ 乳幼児発達相談等、相談体制の充実に努めるほか、「ペアレント・プログ

ラム」の実施や「かおテレビ」の活用などにより、保護者支援の充実を

図ります。 

╖╛∫↓ⱨ□▬ꜟ─ 

 

 ̧ ライフステージ間での一貫した支援ツールである「みやっこファイル」 

（サポートファイル）の活用と、より一層の定着に向けて情報提供を行い、

支援体制の充実・強化を図ります。 

 

 

 

 

 ︢ ︡ לּ ḭ 27 כֿ ṇ

︡ ︡ ḭצּ ḭ צּ ︡ ךּ ︣Ḯ 

24 ḭ צּ ḭנּ ḱ צּ

נּ ︡ ḭצּ צּ ךּ ︣Ḯ 

ḭ ︣ טּ ḭ ṇ

︢ צּ נּ ḭלּ שּ צּ ךּ ︣Ḯ 

 

︢ צּ וֹ ḭלּ ḱ

︣Ḯ 

טּ ךּ צּ ︣ ḭ

︣Ḯ 

╡ ╖─  

ה  
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↓≥╙ ☿fi♃כ ─

 

 ̧ 18 歳までの子供の心身の発達や療育、不登校や性格に関することなど

様々な相談に応じ、福祉・教育・医療が連携した切れ目のない支援につな

ぎます。 

 ̧ こども未来センターの診療待機期間の短縮を目指すとともに、待機期間に

相談支援や保護者支援を行い、不安の軽減を図ります。 

 ̧ こども未来センターの通園療育部門であるわかば園における親子通園療

育や、北山学園における個別的・集団的訓練を行います。 

 ̧ 学校園等に職員が出向き、具体的な支援方法・体制について助言を行うアウ

トリーチを巡回や依頼に基づき、より積極的に行い、派遣する職員も派遣先

に合わせて充実を図ります。 

 ̧ アウトリーチの対象を放課後等デイサービスや児童発達支援事業に広げ、

地域全体のサービスの質の向上に努めます。 

 

 

─  

─№╢ ≤∕─ ⅜ ⌂ ╩ ↑╠╣╢╟℮⁸ ─ ╩ ╡╕∆⁹

─ ─ ⌐ ╘╢╒⅛⁸ ה ╛ ⌐⅔↑╢ ─ ≤

╩ ⇔⁸ └≤╡─ ⌐☼כ♬─ ∂√ ה ה ה ─ ⅜ ↑╠╣╢

≠ↄ╡╩ ╘╕∆⁹ 

 

⌂ ה ה  ─ ה ╡ ╖─  

─ ה

≢─ ─  

 ̧ 職員研修や加配配置などを行い、就学前の教育･保育施設において障害の

ある子供の教育･保育を実施し、適切な支援に努めます。 

 ̧ 保育所等訪問支援事業の推進に努めます。 

─ ─  

 ̧ 留守家庭児童育成センターで障害のある子供を受け入れるにあたり、設備

の改修や指導員の加配等に努めます。 

 ̧ 地域自立支援協議会を中心に、障害のある子供の居場所についての課題解

決に向けた検討を進めます。 

◔▪─  

 ̧ 学校園における看護師の配置や、家庭における医療的ケアに対応したサー

ビスの確保と質の向上に努めるとともに、関係機関の連携を強化し、家族

の負担の軽減を図り、地域での生活を支援します。 

⌂ ≠ↄ╡ 

 ̧ 地域自立支援協議会において、療育や発達障害、個に応じた支援のあり方

についての検討を関係機関と連携しながら行います。また、教育・福祉等

の関係各課において、継続的な支援体制づくりの検討を行います。 
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ה ⌐ ∂√ ─  

▬fi◒ꜟכ◦Ⱪ ◦☻♥ⱶ─ ⌐ ↑⁸ ⌐⅔↑╢ ─ ≤⌂╢

╛⁸ ╛ ≤─ ╩ ™╕∆⁹╕√⁸ ⅛╠─ ⇔√≈⌂⅜╡№╢ ╩

∆╢√╘⁸ ≤─ ╩ ⇔╕∆⁹ 

 

⌂ ה ה  ─ ה ╡ ╖─  

─  

 ̧ 一人ひとりの教育的ニーズに応じた適切な指導・支援が行われるよう、基礎

的環境整備を行い、教員の専門性の向上や、専門性のある支援員の配置など

に努めます。教職員・生徒・保護者の障害に関する理解促進を図ります。 

─  
 ̧ 一人ひとりの教育的ニーズに応じた合理的配慮の提供に努めます。 

 ̧ 合理的配慮の基礎となる環境整備を進めます。 

╛ ≤─

 

 ̧ みやっこファイルのほか、個別の教育支援計画の活用により、保護者や関

係機関との連携を強化します。 

 ̧ 教育と福祉、医療との連携強化により、つながりある支援体制を構築します。 

─  
 ̧ 個々の教育的ニーズに応じることが出来るよう、教員や特別支援教育コー

ディネーター、管理職を対象とした実践的研修の充実に努めます。 

⅛╠─  

 ̧ 早期からの就労に関する意識を高めるため、進路情報の提供や、職場実習

などの機会を設けるとともに、障害者就労生活支援センター「アイビー」

などの関係機関との連携により、学齢期からの就労支援に努めます。 
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ה  ⌂ ⅝ ┼─ ─  

 

 

 

 

 

ה  

─№╢ ─ ─ ≤ ─ ─√╘⌐⁸ ┼─ ∞↑≢⌂ↄ⁸

⌐ ⌐ ∆╢ ╩ ⇔⁸ ⇔≡ ↄ↓≤⅜≢⅝╢ ≠ↄ╡─ ≤ ⌐ ╡

╗ ─ ╩ ╡╕∆⁹ 

☿fi♃₈כ▪▬ⱦ₉כ╩│∂╘≤∆╢ ≤─ ⌐╟╡⁸

─ ─ ╩ ╡╕∆⁹ 

 

⌂ ה ה  ─ ה ╡ ╖─  

─ ⌐

╟╢ ─  

 ̧ 就労を希望する障害のある人を支援する障害者就労生活支援センター事

業を継続して実施するとともに、ハローワークなどの関係機関との連携を

強化し、相談、情報提供、職業訓練、職業紹介や就職後の定着支援などを

一貫して行う支援体制の充実に努めます。 

─№╢ ─ ⌐

∆╢ ─  

 ̧ 広報紙や企業訪問、地域職業体験等を通じ、本人への支援のみならず企業

等への障害に関する理解啓発や制度等の周知により、障害者雇用を促進し

ます。 

 

 

 

טּצּ פּפּ ￼ḭ ḱשּ קּ וֹ כֿ ︢ צּ ךּשּ ︣Ḯ

וֹףּ ︣ צּ כֿךּ ḭ צּ

ךּ ︣Ḯ ḭ ḭ צּ קּ בֿ ḭ

נּ כֿ צּ אל כֿ פּ ḭאל ︣ צּ ︣Ḯ 

ḭ ḭ קּ קּ ︣Ḯ 

 

טּ ︣ ḭ ṇṡ ṇṢ

ṇ ṇ ︡ḭ

︣Ḯ 

ḭ טּ ︡ḭ לּ קּ צּ קּ לּ ︣

ḭ ︡ḭ ︣Ḯ 

╡ ╖─  

ה  
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─ 

 

 ̧ 地域自立支援協議会を通じ、支援者間の連携や情報共有を図り、障害者就

労施設からの就労移行の促進など、本人への支援の充実に努めます。 

 ̧ 学校等との連携による学齢期からの就労支援や、就労アセスメントの充実

など、就労につながる働きかけの充実を図ります。 

─

─  

 ̧ 就労移行後の職場定着のために、支援環境の調整などに関して適切な対応

が行えるよう、障害者就労生活支援センター「アイビー」や障害者就労施

設などの関係機関による支援の充実を図ります。 

⌐⅔↑╢ 

─  

 ̧ 市役所における実習や、知的・精神障害者を臨時職員として雇用する事業

を継続し、業務の拡大や多様化に取り組みます。 

 ̧ 臨時雇用事業を通じて抽出された課題を整理し、知的・精神障害者の正規

雇用に向けて取り組みます。 

 

 

─  

─№╢ ⅜⁸ ⌂ ⅝ ─ ⅛╠ ⇔⁸ ─ ╩ ╢↓≤⅜≢⅝╢╟℮ ⌐

╘╕∆⁹ 

╕√⁸ ≤ ⇔⁸ ╛ ⌐╟╡ ╩ ╡⁸ ─№╢ ─

╩ ⇔╕∆⁹ 

 
 

⌂ ה ה  ─ ה ╡ ╖─  

─ ─  

 ̧ 障害のある人の希望を尊重し、自分に合う働き方が選択できるよう、地域自

立支援協議会の取り組みによる情報提供や、就労継続支援事業所や地域活動

支援センターなどの日中活動の場の確保により、選択肢の充実を図ります。 

⌐ 

╟╢ ─  

 ̧ 障害者就労施設で働く人の就労意欲の向上と工賃の増額を目的とした福

祉的就労支援事業を継続して実施し、自主製品の販路拡大及び受注機会の

拡大に努めます。 

╩ ∂√  

 ̧ 市が発注する物品や役務の提供において、障害者就労施設や障害のある人

を雇用している市内企業等への発注を優先的に取り扱う制度を活用し、障

害者雇用の促進を図るとともに、障害者就労施設等における受注機会の確

保を図ります。 
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 ─  

 

 

 

 

 

─fiꜛ◦כ◔♬ꜙⱵ◖ה  

╛☻ⱦכ◘ ─╒⅛⌐╙⁸ ה ─√╘─ ╩ ™⁸ ─

№╢ ─ ╩ ⇔╕∆⁹ 

╛ ⌂≥─◖Ⱶꜙ♬◔כ◦ꜛfi╩ ∆╢√╘─ ╩ ™╕∆⁹ 

 

⌂ ה ה  ─ ה ╡ ╖─  

ה ─√╘─

─  

 ̧ 電車・バスなどの公共交通機関の利用が困難な在宅の重度障害のある人の

外出を支援するため、福祉タクシー利用券を交付します。 

 ̧ 身体障害者自動車免許取得費助成や身体障害者自動車改造費助成、重度身

体障害者自動車ガソリン費用助成などの各種助成を行います。 

─  

 ̧ 視覚障害者図書館において、点字図書・録音図書の製作・貸し出しや、対

面朗読サービス、ボランティアの育成・支援を行います。 

 ̧ 中途失明者を対象とした点字・点字タイプライター、歩行訓練などの習得

のための講習を実施します。 

ה

─ ה  

 ̧ 聴覚や音声・言語機能に障害のある人のコミュニケーションを支援するた

め、手話通訳者や要約筆記者等を派遣します。 

 ̧ 手話通訳者や要約筆記者等の養成講座を実施し、人員の確保に努めます。 

─  

 ̧ 聴覚や音声・言語機能に障害のある人の相談支援や手続きを円滑に行うた

め、障害福祉課に手話通訳者を配置します。 

 ̧ 中途失聴者や難聴者を対象とした読話技術や手話の習得のための講習を

実施します。 

 

טּצּ כֿ צּ טּ ḭ ṇ צּ שּ ￼קּ ḭ

קּ כֿךּ כֿ טּצּ ︣Ḯ 

טּ אל ḭ קּ ḭקּ ︣

צּ ︣Ḯ 

 

טּ צּ ︡ ḭ ︣ כֿ בֿ

כֿ ךּ ḭלּ ḱ צּ ḱ ṇ

ḭ ṇ ḱ ︣Ḯ 

╡ ╖─  

ה  
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─  

─№╢ ⅜⁸☻ⱳכ♠╛ ╩ ∂≡ ╩⇔⁸ ≠ↄ╡╛ ⅝⅜™≠ↄ╡⁸

╩ ╢↓≤⅜≢⅝╢╟℮⁸ ⌂ ≢ ⌐ ≢⅝╢ ─ ⁸ ─ ≠ↄ╡

⌐ ╘╕∆⁹ 

 

⌂ ה ה  ─ ה ╡ ╖─  

☿fi♃כ⌐ 

⅔↑╢ ─  

 ̧ 総合福祉センターで開催しているスポーツ教室や文化活動を支援すると

ともに、利用者のニーズに即した内容・テーマの教室の開催に努めます。 

 ̧ 障害のある人のスポーツ・文化活動を通じて、市民に障害や障害のある人

たちの活動に関する啓発を推進します。 

☻ⱳכ♠─  

 ̧ 障害者スポーツ体験会の開催や指導者の養成、市立スポーツ施設のバリアフ

リー化の推進、障害者スポーツ推進連絡会議を通じ、障害のある人にスポー

ツの機会を提供するとともに、障害者スポーツの普及と振興を図ります。 

ה ─  

 ̧ 障害のある人の日頃の芸術活動の成果・作品を発表する機会として、障害

者作品展を開催し、障害のある人の文化・芸術活動の振興を図るための活

動機会や成果発表の場の充実に努めます。 
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 ≤╙⌐ ⅝⁸≤╙⌐ ⅎ№℮╕∟≠ↄ╡ 

 

 

 

 

 

─  

─№╢ ╙⌂™ ╙⁸≤╙⌐ ⅝⁸≤╙⌐ ⅎ№℮╕∟≠ↄ╡─ ⌐ ↑≡⁸ ─№

╢ ─ ╛ ⌐ ∆╢ ─ ⌐ ∆╢ ╩ ⇔╕∆⁹ 

 

⌂ ה ה  ─ ה ╡ ╖─  

╛▬ⱬfi♩

╩ ∂√  

 ̧ 市政ニュースやホームページなどの広報・情報提供媒体を活用し、障害に

関するイベントや理解促進に繋がる情報の発信に努めます。 

 ̧ 「輪イ和イひろば」の開催、「にしのみや市民祭り」への参加など、イベ

ントを通じ障害に関する理解の啓発をします。 

⌐

╟╢  

 ̧ 地域自立支援協議会においてセミナーやフォーラムを開催するほか、「輪

イ和イひろば」や「にしのみや市民祭り」におけるPR活動に協力し、障

害に関する理解の啓発をします。 

≤─ ╩ ∂√

 

 ̧ 障害のある人やその家族と地域住民の出会いの場として地区懇談会等を

開催し、相互理解を促進します。 

 ̧ 支援団体等が行うイベントや啓発活動に協力し、障害のある人への理解を

促進します。 

─◖Ⱶꜙ♬◔כ

◦ꜛfi ─  

 ̧ 手話などの非音声言語も言語であるとの認識に基づき、手話の啓発や聴覚

障害等の理解促進に努めます。 

 ̧ 様々な障害の特性に応じた情報コミュニケーションの保障や差別の解消

を含めた、誰もが暮らしやすい社会を実現するための条例の制定に向けた

協議を進め、合理的配慮を提供する必要性の周知に努めます。 

 

ṡ Ṣ  לּטּנּ קּ ︡

ḭ ךּ ḭצּ︣ טּצּ כֿ ḭ Ṅ

ךּ ךּ ︡ טּ ףּצּ ḭ ︣ ḱ שּ

טּצּ ︣Ḯ 

 

ḭוֹ ḱ נּ

︣Ḯ פּפּ ￼ḭ ḭקּ לּטּנּ שּ

ḭוֹ וֹףּ ︡ ︣Ḯ 

╡ ╖─  

ה  



47 

─  

╛ ⁸Ⱳꜝfi♥▫▪ ╩ ⇔⁸ ─№╢ ─ ╩ ╘╢≤≤╙⌐⁸

╛ ⅎ№™⁸ ↑№™╩ ∂≡⁸ ╖ ╣√ ≢ ⇔≡ ╠∑╢╟℮ ─ ⌐

╘╕∆⁹ 

 

⌂ ה ה  ─ ה ╡ ╖─  

⌐⅔↑╢ 

─  

 ̧ 子供たちが障害のある人の理解を深めるため、社会福祉協議会等と連携

し、小学校などで成長段階に応じた福祉学習・人権教育の充実を図ります。 

 ̧ 小・中学校から福祉に関する作文やポスター等を募集する「福祉作品コン

クール」を開催します。 

 ̧ 公民館の講座・講演会や人権フォーラムなどを通じて、障害に関する理解

を深められるよう、引き続き、学習の機会の提供や啓発を行います。 

─  

 ̧ 障害のある人を含めた様々な人が集まり交流する場である共生型地域交

流拠点や地域のつどい場の設置・運営を支援し、相互理解や支えあいにつ

なげます。 

 ̧ 地区ネットワーク会議で、地域ニーズと課題の把握、課題解決に向けて住

民及び各専門機関と連携して、地域における支援体制づくりを図ります。 

Ⱳꜝfi♥▫▪ ─ 

 

 ̧ ボランティアセンターをはじめとする各種機関や地域での各種講座等の

開催を通じて、ボランティア人材の育成を図ります。 

 ̧ ボランティアに関する情報の発信やボランティアセンターの機能充実、関

係機関との連携を強化し、ボランティア活動の普及・促進を図ります。 

 

 

⌐⅔↑╢ ─  

╛ ≢ ⇔⁸ ─ ⌐≈™≡ ≤≤╙⌐ ∆╢

≢№╢ ⌐⅔™≡⁸ ─ ╛ ─ ⌐ ╘⁸

─ ⌐≈⌂→╕∆⁹ 

 

⌂ ה ה  ─ ה ╡ ╖─  

─  

 ̧ 権利擁護事案等の横断的な課題も多いことから、従来の部会の再編などに

より、協議内容の充実を図ります。 

 ̧ 個別の課題ごとに検討委員会を立ち上げ、課題解決機能を強化します。 

⌂ ≤ ™ 

≤─ ─  

 ̧ 地域自立支援協議会の円滑な運営を図るとともに、障害当事者を含めた

様々な関係機関の参加を検討し、地域資源の活用や地域とのネットワーク

の構築に努めます。 

─  

┼─  

 ̧ 障害福祉推進計画の策定・推進にあたり、事業者や関係団体の意見を聴取す

る障害福祉施策推進懇談会の開催や、行政への報告会、市の委員会等への参

画を通じ、地域自立支援協議会の提言の障害福祉施策への反映に努めます。 
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ה  ה ⌐ ╠∑╢╕∟≠ↄ╡ 

 

 

 

 

 

─╕∟≠ↄ╡ 

─№╢ ∞↑≢⌂ↄ⁸∆═≡─ ⅜ ≢ ⌐ ⇔⁸ ≢⅝╢ ╩ ∆╢

√╘⁸ ─╕∟≠ↄ╡⌐ ∆╢ ╩ ∆╢≤≤╙⌐⁸ ╛ ⁸ ╛

⌐≈™≡⁸ ╙⅜ ⇔╛∆™╙─≤⌂╢╟℮⁸ ה ─ ╩ ╡╕∆⁹ 

 

⌂ ה ה  ─ ה ╡ ╖─  

─╕∟≠ↄ╡─ 

ה  

 ̧ 兵庫県福祉のまちづくり条例に基づく施設整備の推進、ユニバーサルデザ

インの考え方の普及・啓発に努めます。 

 ̧ 公共施設のバリアフリー化に引き続き務めるとともに、市の施設のバリア

フリー情報をホームページで公開します。 

⌐ ∆╢

≤ ─  

 ̧ 駅舎及び駅周辺のバリアフリー化、バス待合環境の向上、ノンステップバス

の導入など、交通関係施設等の整備に交通事業者と協力して取り組みます。 

╛ ─  

 ̧ 点字ブロックの整備、歩道の段差解消や勾配改善やバリアフリー対応歩道

の設置などを行います。 

 ̧ 交通安全運動による啓発などを通じ、歩道等の歩行空間の安全の確保に努

めます。 

 

  

 

טּ ḭ וֹ כֿ צּ קּ פּ ︢ ךּ

צּ שּ וֹ ḭ צּ ︣Ḯ ḭ ṇ ṇ ḭ

︣ ךּ ︣Ḯ 

 

שּ ḭ ḭ ḱ ︢ ḭ

פּפּ ￼ḭ צּ ḱ ḱ שּ ︡ḭ

ךּ ︣Ḯ 

╡ ╖─  

ה  
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─ ה  

─№╢ ⅜ ╖ ╣√ ╕™≢─ ╛⁸ ─ ╛ ─ ⌐ ∂√ ╠⇔⅜≢⅝

╢╟℮⁸ ─ ה ⌐ ╘╕∆⁹ 

 

⌂ ה ה  ─ ה ╡ ╖─  

 ─ⱶכⱪⱱכꜟ◓

ה  

 ̧ グループホームの整備を促進するため、新規開設に伴う設備等に対する補

助を行うとともに、グループホーム確保に向けた取り組みを推進します。 

 ̧ グループホーム入居者の家賃負担の一部について補助を行います。 

┼─ 

 

 ̧ 民間賃貸住宅を活用した住まいの確保について、不動産関係団体、居住支

援団体と連携し、関連部局とともに協議を進めます。 

─ 

 

 ̧ 浴室等のバリアフリー化に対して助成を行い、住み慣れた住宅等における

住環境の整備を支援します。 

┼─ ה

Ᵽꜞ▪ⱨꜞכ  

 ̧ 障害がある人など民間住宅の利用が困難な人に対して市営住宅の優先入

居枠の確保に取り組むとともに、バリアフリー化に努めます。 

 

 

ה ─  

⌐ ─№╢ ┼─ ⅜ ⌐ ╦╣╢╟℮⌐⁸ ─ ╛ ⌂≥

─ ─ ╡ ╖─ ⌐ ╘╕∆⁹ 
 

⌂ ה ה  ─ ה ╡ ╖─  

─  
 ̧ 地域防災計画に基づき、障害のある人などが災害時に安全な行動がとれる

よう、体制を整備するとともに日頃からの啓発に努めます。 

─  

 ̧ 福祉避難所や一般の避難所の整備を促進し、災害時等に障害の状況に応じ

た支援や情報が提供されるよう体制を整備し、安全の確保と不安の軽減に

努めます。 

 ה

Ⱡ♇♩꞉כ◒

─  

 ̧ 地域避難支援制度における避難支援団体登録の働きかけや避難行動要支

援者への登録勧奨を行います。 

 ̧ 緊急時に地域安心ネットワークが活用されるよう、効果的な実施方法につ

いて検討します。 

 
 

 

  



 

 

  



 

 

 

 

 

 

第５章 障害福祉サービス等の提供体制の整備 
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☻ⱦכ◘  ─ ─  

 ┘ ─ ⌂ ⅎ  

│⁸ ⌐ ≠ↄ₈ ₉ ┘ ⌐ ≠ↄ₈

₉≤ ⌐ ⇔≡™╕∆⁹ 

₈ ₉ ┘₈ ₉≢│⁸ ─ ⌐ ≠ↄ

≤ 30 ⅛╠ 32 2020 ╕≢ ☻ⱦכ◘─ ─ ☻ⱦכ◘⁸

─ ⌐≈™≡ ╘╢↓≤⅜ ╘╠╣≡™╕∆⁹ 

 

 

 ⌐≈™≡ 

─ ⌐№√╡⁸ ─ ⌐ ≠⅝⁸ ─№╢ ─ ┼─ ╛

─ ╡ ╖─↕╠⌂╢ ⌐ ↑⁸ ─ ╩ ⇔╕∆⁹ 
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─ ─ ┼─  

─ ⌐ ↑⁸ ⌐ ⇔≡™╢ ─№╢ ─ ┼─ ≤⁸

─ ⌐ ╡ ╖╕∆⁹ 

 

─  

ᵑ 28 ─ ─ ⅜ ┼ ∆╢↓≤╩ ≤∆╢⁹ 

ᵒ ╩ 28 ─ ⅛╠ ∆╢↓≤╩ ≤∆╢⁹ 

β ≢─ ╩ ⌐ ⅎ╢↓≤⁹ 

 

ᵑ ─ ┼─ ⌐ ∆╢  

┼─ ╩ ╘╢ ⅛╠⁸ 28 ─ 252 ─℮∟⁸

⌐№√╢ 23 ⅜⁸ 32 2020 ╛ⱶכⱪⱱכꜟ◓⁸⌐≢╕ ⌐ ≢⅝

╢╟℮ ╡ ╖╕∆⁹⌂⅔⁸ 27 ⅛╠ 29 ╕≢─ ⌐⅔™≡│⁸

87 ⌐ ⇔⁸ ⅜ ⁸ 79 ≤⌂∫≡™╕∆⁹ ╩ ⇔√

│⁸ ─ ╩ ╕ⅎ╢≤ ≢│⌂™≤ ⅎ╠╣╢√╘⁸ ⌐⅔™≡│⁸

⌐ ≠ↄ 28 ─ ≢№╢ 23 ─ ╩⁸

─ ≤⇔≡ ⇔╕∆⁹ 

 

ủ ⌐⅔↑╢  

  

28 ─  (A)  252  

32 2020 ⌐⅔↑╢  (A)─  (B)  23  

29 ╕≢─  (C) 8  

⌐⅔↑╢  (D) 87  

⌐⅔↑╢  (D)- (C)  (E)  79  

╩ ⅎ√ 32 2020 ⌐⅔↑╢  (B)+(E)  102  

 

 

ᵒ ─ ⌐ ∆╢  

─ ┼─ ⌐ ╦∑≡⁸ 28 ─ 252 ─℮∟⁸

⌐№√╢ ╩ ⇔⁸ 32 2020 ─ ╩ 246 ≤∆╢↓

≤╩ ≤⇔╕∆⁹⌂⅔⁸ 27 ⅛╠ 29 ╕≢─ ⌐⅔™≡│⁸ 234

⌐ ⇔⁸ ⅜ 251 ⁸ 17 ≤⌂∫≡™╕∆⁹ ╩ ⇔√

│⁸ ─ ╩ ╕ⅎ╢≤ ≢│⌂™≤ ⅎ╠╣╢√╘⁸ ⌐⅔™≡│⁸

⌐ ≠ↄ 28 ─ ≢№╢ 246 ─ ╩⁸ ─

≤⇔≡ ⇔╕∆⁹⌂⅔⁸ ─ ┼─ ╟╡ ─

⅜ ↕™─│⁸ ⅜ №╢↓≤╩ ⇔≡™╢√╘≢∆⁹ 

 



53 

ủ ⌐⅔↑╢  

  

28 ─  (A)  252  

(A)─  (B)  6  

32 2020 ⌐⅔↑╢ ₒ ₓ (A) - (B)  (C) 246  

⌐⅔↑╢  (D) 234  

29 ⌐⅔↑╢  (E)  251  

⌐⅔↑╢  (E) - (D)  (F)  17  

╩ ⅎ√ 32 2020 ⌐⅔↑╢  (C)- (F)  229  

 

 

Ẽ ⌐ ↑√ ╡ ╖ 

≢─ ⌐╟╡ ↕╣√ ─ ⌐≈

™≡⁸ ─ ה ⌐╟╡⁸ ╡ ╗≤≤╙⌐⁸ ─ ⌐ ∆╢ ╩

⇔╕∆⁹ 

 

⌂ ה ה  ─ ה ╡ ╖─  

─

─  

 ̧ 地域自立支援協議会において抽出された地域生活移行の課題について、引

き続き、入所施設職員間の情報交換、相談支援専門員やその他事業所との

連携により、解決に取り組みます。 

⌐ ∆╢ 

─  

 ̧ 地域生活の準備のための外出への同行支援・入居支援等を行う「地域移行

支援」や、地域生活への移行後に緊急時の連絡やサポートを行う「地域定

着支援」が円滑に実施されるように体制の整備を図ります。 

╩ ∆╢ 

─  

 ̧ 地域自立支援協議会や相談支援を通じ、入所施設職員への情報提供や情報

共有を図ります。 

 ̧ 施設入所者の地域生活移行の促進により発生する施設の空床の活用につ

いて検討します。 

─ 

 

 ̧ 地域自立支援協議会を中心に本市に必要な機能について検討し、既存の社

会資源の活用などにより、面的な整備を進めます。 

 ̧ 地域共生館「ふれぼの」について、面的な整備の必要な機能の一部を担う

重要な施設として、その活用方法の検討を進めます。 

 ─ⱶכⱪⱱכꜟ◓

ה  

 ̧ グループホームの整備を促進するため、新規開設に伴う設備等に対する補

助を行うとともに、グループホーム確保に向けた取り組みを推進します。 

 ̧ グループホーム入居者の家賃負担の一部について補助を行います。 
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─  

≢ ─№╢ ╛∕─ ⅜ ⇔≡ ∆╢√╘⁸ ─ ╩ ⇔

╕∆⁹ 

 

─  

ᵑ │ ⌂ ╩™℮⁹ ∂⁹ ⌐≈™≡⁸

32 2020 ╕≢⌐ │ ⌐ ⌂ↄ≤╙ ≈╩ ∆╢↓≤╩ ≤∆╢⁹ 

 

ᵑ ─  

⌐⅔↑╢ ─ ⌐≈™≡│⁸ ─ ⌐ ≠⅝⁸ ⌐⅔↑╢

─ ─ ⌐╟╢ ⌂ ╩ ∆╙─≤⇔╕∆⁹ 

⌂⅔⁸ ⌐ ╘╠╣╢ ≤⇔≡ ⅜ ∆╢─│⁸ ─ ≢∆⁹ 

ה ה ⌐╟╢  

ה ה ─ ─ⱶכⱪⱱכꜟ◓╛☻ⱦכ◘  

─ ה ה ≢─ ╣╛ ┼─  

─ ה ה ◔▪╛ ┼─  

─ ה ≠ↄ╡ ⌐☼כ♬ ☻ⱦכ◘√⇔ ╛  

 

ủ ⌐⅔↑╢  

─ ⌐⅔™≡⁸ ⌂ ╛∕─ ─ ─ ⌐≈™≡│⁸

⅜ ∆╢↓≤≤↕╣≡™╕∆⁹ ⌐⅔™≡│⁸ ₈┤╣╓─₉⌐⅔™≡⁸ ה

─ ⁸ ─ ה ╩ ∫≡™╕∆⁹╕√⁸ ≤ ⅜ ⇔⁸

≤ ─ ╩ ∫≡™╕∆⁹ ⌐ ╘╠╣≡™╢ ≤∕─ ─ ⌐≈™≡⁸

╟╡ ⌐ ≢⅝╢╟℮⁸ ╙ ╩ ⌐ ╩ ™⁸ ⌂ ╩

╘⁸ ─№╢ ╛∕─ ⅜ ⇔≡ ╠∑╢╕∟≠ↄ╡╩ ╘╕∆⁹ 

╕√⁸ ─ ╩ ╘╢↓≤≢⁸ ─ ╙ ↕╣╕∆⁹⇔√

⅜∫≡⁸ ╩ ↕∑╢↓≤≢⁸ ─₈ ⌐╙ ⇔√ ◔▪◦☻♥

ⱶ─ ₉⌐≈™≡╙ ╩ ╡╕∆⁹ 

 

Ẽ ∆╢ ╡ ╖ ₈ ⌐╙ ⇔√ ◔▪◦☻♥ⱶ─ ₉⌐╙  

╩ ⌐ ╩ ™⁸ ⌂ ╩ ╘╢≤≤╙⌐⁸ ₈┤

╣╓─₉─ ╩ ⇔╕∆⁹ 

 

⌂ ה ה  ─ ה ╡ ╖─  

─ 

 

 ̧ 地域自立支援協議会を中心に本市に必要な機能について検討し、既存の社

会資源の活用などにより、面的な整備を進めます。 

 ̧ 地域共生館「ふれぼの」について、面的な整備の必要な機能の一部を担う

重要な施設として、その活用方法の検討を進めます。 
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⌐╙ ⇔√ ◔▪◦☻♥ⱶ─  

⌐╙ ⇔√ ◔▪◦☻♥ⱶ─ ╛⁸ ─ ─ ┼─

⌐≈™≡⁸ ≤ ⇔≡ ⌐⅔↑╢ ╡ ╖╩ ⇔╕∆⁹ 

 

─  

ᵑ ⌐╙ ⇔√ ◔▪◦☻♥ⱶ─  

ה ≡─ ↔≤⌐ ╛∕─ ⌂≥ ⁸ ⁸ ⌐╟╢ ─ ╩

∆╢↓≤╩ ≤∆╢⁹ ≢─ ⅜ ⌂ ⌐│⁸ ⌐╟╢ ≢

№∫≡╙ ⇔ ⅎ⌂™⁹ 

 

ᵑ ◔▪◦☻♥ⱶ─ ⌐ ↑√ ─ ─  

─ ⌐⅔™≡ ≤⇔≡ ↕╣≡™╢ ╛ ⌐⅔↑╢ ╡ ╖⌐≈™

≡│⁸ ⌐ ─ ≢№╢√╘⁸ ─ ≤⇔≡│⁸ ↔≤─ ─

─ ─╖⅜ ≤⌂╡╕∆⁹ 

 

ủ ⌐⅔↑╢  

↔≤─ ─ ≤⇔≡⁸ ה ה ה

ה ☿fi♃הכ ה ⌂≥≢ ↕╣╢₈ ₉

╩ ⌐ ⇔≡™╕∆⁹ ╙ ≤ ╩ ╘⁸╟╡ ⌐ ≢⅝╢

≠ↄ╡⌐ ╘≡╕™╡╕∆⁹ 

 

Ẽ ∆╢ ╡ ╖ ₈ ─ ₉⌐╙  

⌐╙ ⇔√ ◔▪◦☻♥ⱶ─ ⌐ ↑⁸ ⌐ ∆╢ ─

╩ ╢╒⅛⁸ ─ ה ⌐╟╡⁸ ─ ╩

⇔╕∆⁹ 

 

⌂ ה ה  ─ ה ╡ ╖─  

⌐ ∆╢ 

─  

 ̧ 地域生活の準備のための外出への同行支援・入居支援等を行う「地域移行

支援」や、地域生活への移行後に緊急時の連絡やサポートを行う「地域定

着支援」が円滑に実施されるように体制の整備を図ります。 

 ─ⱶכⱪⱱכꜟ◓

ה  

 ̧ グループホームの整備を促進するため、新規開設に伴う設備等に対する補

助を行うとともに、グループホーム確保に向けた取り組みを推進します。 

 ̧ グループホーム入居者の家賃負担の一部について補助を行います。 

┼─ 

 

 ̧ 民間賃貸住宅を活用した住まいの確保について、不動産関係団体、居住支

援団体と連携し、関連部局とともに協議を進めます。 

─  
 ̧ 平成28 年から実施している「精神障害者地域移行推進事業」により、長

期入院精神障害者の地域生活移行に引き続き取り組みます。 
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⅛╠ ┼─  

─ ⌐ ↑⁸ ╩ ⇔≡™╢ ─№╢ ─ ┼─ ─ ⌐

╡ ╖╕∆⁹ 

 

─  

ᵑ ⁸ ⁸ ⁸ ╩ ∂≡⁸ 32

2020 ⌐ ⌐ ∆╢ ╩ 28 ─ ┼─ ─ 1.5

≤∆╢↓≤╩ ≤∆╢⁹ 

ᵒ ─ ⌐≈™≡│⁸ 28 ⌐⅔↑╢ ─ ∆╢

↓≤╩ ∆⁹ 

ᵓ ↔≤─ ⌐≈™≡│⁸ ─℮∟⁸ ⅜ ─

╩ ─ ≤∆╢↓≤╩ ∆⁹ 

ᵔ ⌐╟╢ ╩ ⇔√ ⅛╠ ─ ╩ ≤∆╢↓≤╩

≤∆╢⁹ 

βᵑ⁸ᵒ│ ≢─ ╩ ⌐ ⅎ╢↓≤⁹ 

 

ᵑ ─ ┼─ ⌐ ∆╢  

28 ─ ─ ┼─ 49 ─ 1.5 ⌐№√╢ 74 ⅜

32 2020 ⌐ ⌐ ∆╢↓≤╩ ≤⇔╕∆⁹⌂⅔⁸ ⌐⅔↑╢

29 ─ ─ 48 │⁸ ⅜ ╕╣≡™╢√╘⁸ ─ │ ™╕∑╪⁹ 

 

ủ ⌐⅔↑╢  

  

28 ─  (A)  49  

32 2020 ⌐⅔↑╢  (A)*1.5  74  

 

 

ᵒ ─ ⌐ ∆╢  

28 ─ 97 ╩ ↕∑√ 117 ╩⁸ 32 2020

─ ─ ≤⇔╕∆⁹⌂⅔⁸ ⌐⅔↑╢ 29 ─

─ 108 │⁸ ⅜ ╕╣≡™╢√╘⁸ ─ │ ™╕∑╪⁹ 

 

ủ ⌐⅔↑╢  

  

28 ─  (A)  97  

32 2020 ⌐⅔↑╢  (A)*1.2  117  
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ᵓ ─ ↔≤─ ⌐ ∆╢  

─ ─℮∟⁸ ⅜ ─ ╩ ─ ≤∆╢↓

≤╩ ≤⇔╕∆⁹ 

 

ủ ⌐⅔↑╢  

  

32 2020 ─  (A)  ⅛  

℮∟ ─ ₒ ₓ (B)  ⅛  

─ ─  (B)/(A)  57  

 

ᵔ ⌐╟╢ ⌐ ∆╢  

30 ╟╡ ≡⇔≥☻ⱦכ◘⌂√ ≠↑╠╣╢ ⌐≈™≡⁸ ╩

⇔√ ⅛╠ ─ ╩ ≤∆╢↓≤╩ ≤⇔╕∆⁹ 

 

Ẽ ⌐ ↑√ ╡ ╖ 

─ ─ ╛ ┼─ ⌐ ∆╢ ⌂≥ ─ ה ⌐╟

╡⁸ ┼─ ╩ ∆╢╒⅛⁸ ─ ⌐≈™≡╙ ─ ╩ ╡╕∆⁹ 

 

⌂ ה ה  ─ ה ╡ ╖─  

─ ⌐

╟╢ ─  

 ̧ 就労を希望する障害のある人を支援する障害者就労生活支援センター事

業を継続して実施するとともに、ハローワークなどの関係機関との連携

を強化し、相談、情報提供、職業訓練、職業紹介や就職後の定着支援な

どを一貫して行う支援体制の充実に努めます。 

─№╢ ─ ⌐ 

∆╢ ─  

 ̧ 広報紙や企業訪問、地域職業体験等を通じ、本人への支援のみならず企

業等への障害に関する理解啓発や制度等の周知により、障害者雇用を促

進します。 

─ 

 

 ̧ 地域自立支援協議会を通じ、支援者間の連携や情報共有を図り、障害者

就労施設からの就労移行の促進など、本人への支援の充実に努めます。 

 ̧ 学校等との連携による学齢期からの就労支援や、就労アセスメントの充

実など、就労につながる働きかけの充実を図ります。 

─

─  

 ̧ 就労移行後の職場定着のために、支援環境の調整などに関して適切な対

応が行えるよう、障害者就労生活支援センター「アイビー」や障害者就

労施設などの関係機関による支援の充実を図ります。 

⅛╠─  

 ̧ 早期からの就労に関する意識を高めるため、進路情報の提供や、職場実

習などの機会を設けるとともに、障害者就労生活支援センター「アイビ

ー」などの関係機関との連携により、学齢期からの就労支援に努めます。 

─ ─  

 ̧ 障害のある人の希望を尊重し、自分に合う働き方が選択できるよう、地

域自立支援協議会の取り組みによる情報提供や、就労継続支援事業所や

地域活動支援センターなどの日中活動の場の確保により、選択肢の充実

を図ります。 
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─ ─  

─ ╩ ⇔⁸ ⌂ ─ ⌐ ╘╕∆⁹ 

 

─  

ᵑ ⌐ ∆╢ ⌂ ─  

ה ☿fi♃כ╩ ⌐ ⌂ↄ≤╙ ⅛ ∆╢↓≤╩ ≤∆╢⁹ 

ה ≡─ ⌐⅔™≡⁸ ╩ ≢⅝╢ ╩ ∆╢↓≤╩ ≤∆╢⁹ 

ᵒ ─┼☼כ♬  

ה ⌐ ╩ ∆╢ ┘ ☻ⱦכ◘▬♦ ╩

⌐ ⌂ↄ≤╙ ⅛ ∆╢↓≤╩ ≤∆╢⁹ 

ה ◔▪ ⅜ ⌂ ╩ ↑╠╣╢╟℮⌐⁸ 30 ╕≢⌐⁸ ⁸

┘ ⌐⅔™≡⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ─ ⅜ ╩ ╢√╘─

─ ╩ ↑╢↓≤╩ ≤∆╢⁹ 

 

 

ᵑ ⌐ ∆╢ ⌂ ─  

32 2020 ╕≢⌐⁸ ☿fi♃כ╩ ⌐ ⌂ↄ≤╙ ⅛

∆╢↓≤⅜ ╘╠╣≡™╕∆⁹╕√⁸∆═≡─ ⌐⅔™≡⁸ ╩ ≢

⅝╢ ─ ⅜ ╘╠╣≡™╕∆⁹ 

 

ủ ⌐⅔↑╢  

☿fi♃⁸│≡™≈⌐כ∆≢⌐ ⌐⅔™≡ ╖ ↓≥╙ ☿fi♃⁸כ

≢∆⅜⁸ ⅝ ⅝ ─ ≤ ⇔╛∆™ ⌐ ╡ ╖╕∆⁹ 

╩ ≢⅝╢ ⌐≈™≡╙⁸∆≢⌐ ─ ⅜☻ⱦכ◘≡™⅔⌐

↕╣≡⅔╡╕∆⅜⁸ ⅝ ⅝ ╩ ⇔╛∆™ ─☻ⱦכ◘⁸╛ ה ─ ⌐ ╡

╖╕∆⁹ 

 

 

ᵒ ─┼☼כ♬  

↓╣╕≢ ─ ⅜ ≢│⌂⅛∫√ ◔▪╩ ≤∆╢ ─ ⌐≈™≡⁸ ─

⌐⅔™≡│⁸ 32 2020 ╕≢⌐⁸ ⌐ ╩ ∆╢

≤ ☻ⱦכ◘▬♦ ╩ ⌐ ⌂ↄ≤╙ ⅛ ∆╢↓≤⅜

╘╠╣≡™╕∆⁹╕√⁸ ◔▪ ⅜ ⌂ ╩ ↑╠╣╢╟℮⌐⁸ 30 ╕≢⌐⁸

⌐⅔™≡ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ─ ⅜ ╩ ╢√╘─ ─

╩ ↑╢↓≤⅜ ╘╠╣≡™╕∆⁹ 
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ủ ⌐⅔↑╢  

⌐ ╩ ∆╢ ┘ ☻ⱦכ◘▬♦ ⌐≈™≡

│⁸∆≢⌐ ─ ⅜☻ⱦכ◘≡™⅔⌐ ↕╣≡™╕∆⅜⁸ ⅝ ─☻ⱦכ◘⅝ ה ─

⌐ ╡ ╖╕∆⁹ 

⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ─ ⅜ ╩ ╢√╘─ ─ ╩ ↑╢↓≤⌐

≈™≡│⁸ ╩ ⌐ ⇔⁸ 30 ╕≢⌐ ⌂ ─ ╩ ↑╢↓

≤╩ ≤⇔╕∆⁹ 

 

 

Ẽ ∆╢ ╡ ╖ 

─ ─ ⌐≈™≡│⁸ ≤ ⁸ ⌂≥─ ─ ╩ ⇔⁸

─ ה ⌐╟╡⁸ ╛ ⌐ ∂⁸ ⇔√ ⌐ ╘╕∆⁹ 

 

⌂ ה ה  ─ ה ╡ ╖─  

↓≥╙ ☿fi♃כ ─

 

 ̧ 18 歳までの子供の心身の発達や療育、不登校や性格に関することなど様々な

相談に応じ、福祉・教育・医療が連携した切れ目のない支援につなぎます。 

 ̧ こども未来センターの診療待機期間の短縮を目指すとともに、待機期間に相

談支援や保護者支援を行い、不安の軽減を図ります。 

 ̧ こども未来センターの通園療育部門であるわかば園における親子通園療育

や、北山学園における個別的・集団的訓練を行います。 

 ̧ 学校園等に職員が出向き、具体的な支援方法・体制について助言を行うアウ

トリーチを巡回や依頼に基づき、より積極的に行い、派遣する職員も派遣先に

合わせて充実を図ります。 

 ̧ アウトリーチの対象を放課後等デイサービスや児童発達支援事業に広げ、地

域全体のサービスの質の向上に努めます。 

─ ה

≢─ ─  

 ̧ 職員研修や加配配置などを行い、就学前の教育･保育施設において障害のある

子供の教育･保育を実施し、適切な支援に努めます。 

 ̧ 保育所等訪問支援事業の推進に努めます。 

◔▪─  

 ̧ 学校園における看護師の配置や、家庭における医療的ケアに対応したサービ

スの確保と質の向上に努めるとともに、関係機関の連携を強化し、家族の負

担の軽減を図り、地域での生活を支援します。 

⌂ ≠ↄ╡ 

 ̧ 地域自立支援協議会において、療育や発達障害、個に応じた支援のあり方に

ついての検討を関係機関と連携しながら行います。また、教育・福祉等の関

係各課において、継続的な支援体制づくりの検討を行います。 
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─☻ⱦכ◘  ┘ ⌐≈™≡ 

 

─☻ⱦכ◘  

─№╢ ─ ─ ⌐ ╦╢ ⌡╗⅔⅔ⱦ☻⌐≈™≡│⁸כ◘ ╡─

≤⌂∫≡™╕∆⁹ 

≢⁸ ≢│ ╩ ╡⁸ ≢│ ╩ ∫≡™╕∆⁹

╩☻ⱦכ◘⁸│≡™≈⌐╠╣↓ ∆╢ ─ ─ ⅜ ⅝™≤ ╦╣╕∆⁹ 

╕√⁸ ⱶכⱪⱱכꜟ◓ ╛ ⁸ ⌐≈™≡│⁸

─ ╩ ⇔√ ╩ ≤⇔≡™╕⇔√⅜⁸ ⅜ ⌐ ╪≢⅔╠

∏⁸ ⅝ ⅝⁸ ─ ╛ ⌐≈⌂⅜╢ ⅝⅛↑⌐ ╘≡™⅝╕∆⁹ 

⌐≈™≡│⁸ ╩ ∫≡™╕∆⅜⁸☿ꜟⱨⱪꜝfi╙ ╘╢≤ ╩ ⇔

≡™╢ │ ╩ ⅎ≡™╕∆⁹ ╙ ⅜ ╩ ≢⅝╢╟℮⁸ ─ ⌐

╘╕∆⁹ 

 

☻ⱦכ◘ ─ ⅎ  

≢ ∆ ─☻ⱦכ◘ │⁸ ─ ≢ ה ⇔≡™╕∆⁹ 

ᵑ ─ ─ ⅛╠⁸ 30 ⅛╠ 32 2020

─ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ─ ╩ ™╕∆⁹ 

ᵒ 26 ⅛╠ 28 ─ ─☻ⱦכ◘ ⌐ ≠⅝⁸ ⁸ ⁸

⁸ ⁸ ∕╣∙╣─⁸ ─☻ⱦכ◘ ╛⁸ √╡─

ה ╩ ⇔╕∆⁹ 

ᵓ ᵑ≢ ↕╣√ ⌐ᵒ≢ ☻ⱦכ◘√⇔ ╛ √╡─ ╩ ∂≡⁸

─☻ⱦכ◘ ─ ╩ ⇔╕∆⁹ 

ᵔ ─ ─√╘⌐ ☻ⱦכ◘⌂ ╛⁸▪fi◔כ♩ ≢ ↕╣√ ⌂ ♬

⁸☼כ ─ ⌐ ℮ ─ ╩ ⇔≡ ╩ ☻ⱦכ◘⁸⇔

╩ ⇔╕∆⁹ 

 

☻ⱦכ◘√⇔ ⌐≈™≡│⁸ ─ ─№╢ ─ ≤ ╩ ∆╢

╩ ∆╢╙─≤ ≠↑⁸ ≢⅝╢ ╩ ∆╢√╘─ ⌐≈™≡ ⇔╕∆⁹ 
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Ẽ ─☻ⱦכ◘  

  
27  28  

 
29  

       

 
/  648 639  98.6 699 685  98.0 754 

/  10,798 10,412  96.4 11,553 10,971  95.0 12,361 

 
/  143 132  92.3 162 137  84.6 183 

/  47,242 42,140  89.2 54,101 45,999  85.0 61,509 

 
/  112 114  101.8 114 119  104.4 116 

/  3,514 3,470  98.7 3,549 3,523  99.3 3,584 

 
/  10 11  110.0 10 11  110.0 10 

/  260 252  96.9 260 214  82.3 260 

 

/  0 0  -  0 0  -  0 

/  0 0  -  0 0  -  0 

 
/  913 896  98.1 985 952  96.6 1,063 

/  61,814 56,274  91.0 69,463 60,707  87.4 77,714 

100  

 

 

ủ ⱱכⱶⱫꜟⱪ◘כⱦ☻  

≢⁸ ⁸ ⁸ ─ ╩  ⱦ☻≢∆⁹כ◘℮

 

ủ  

─ ⅜№╡ ⌐ ╩ ≤∆╢ ⌐⁸ ≢⁸ ⁸ ⁸ ─ ⁸ ⌐⅔

↑╢ ⌂≥╩ ⌐  ⱦ☻≢∆⁹כ◘℮

 

ủ  

─ ⌐╟╡ ⌐ ⇔™ ╩ ∆╢ ⌐⁸ ⌐⅔™≡⁸ ⌐ ⌂

╛ ─ ╩  ⱦ☻≢∆⁹כ◘℮
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Ẽ ─☻ⱦכ◘  

  
30  

(2018 ) 

31  

2019  

32  

2020  

 
/  752 787 823 

/  12,273 12,783 13,314 

 
/  149 158 168 

/  50,323 53,291 56,664 

 
/  118 118 117 

/  3,619 3,619 3,588 

 
/  11 11 11 

/  260 260 260 

 
/  0 0 0 

/  0 0 0 

 
/  1,030 1,074 1,119 

/  66,475 69,953 73,826 

 

 

 

ủ  

╛ ⌐╟╡ ╩ ∆╢ ⌐⁸ ⌐⅔↑╢ ─√╘ ⌂

╛ ה ─ ⁸ ╛ ⌐ ⌂ ╩  ⱦ☻≢∆⁹כ◘℮

 

ủ  

─ ⅜ ⇔ↄ ™ ⌐ ─ ╩☻ⱦכ◘─ ⌐ ↓ⱦ☻≢∆⁹כ◘℮

╣╕≢⌐ ⅜⌂™√╘⁸ │ ≤ ⇔≡™╕∆⅜⁸ ─☼כ♬ ⌐ ╘╕∆⁹ 
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Ẽ ה☻ⱦכ◘ ─  

  
27  28  

 
29  

       

 
/  729 685 94.0 765 700 91.5 803 

/  14,580 14,094 96.7 15,300 13,604 88.9 16,060 

 
 

/  9 6 66.7 9 6 66.7 9 

/  153 103 67.3 153 96 62.7 153 

 
 

/  72 75 104.2 72 83 115.3 72 

/  1,152 1,500 130.2 1,152 1,340 116.3 1,152 

 
/  87 98 112.6 97 96 99.0 108 

/  1,566 1,760 112.4 1,746 1,649 94.4 1,944 

A  

/  131 172 131.3 162 209 129.0 200 

/  2,489 3,435 138.0 3,078 3,931 127.7 3,800 

 

/  630 600 95.2 680 644 94.7 734 

/  11,340 11,184 98.6 12,240 11,355 92.8 13,212 

 /  36 39 108.3 36 43 119.4 36 

 
/  389 310 79.7 447 314 70.2 514 

/  1,945 1,751 90.0 2,235 1,416 63.4 2,570 

 

ủ  

⌐ ╩ ≤∆╢ ⌐⁸ ⌐⅔™≡⁸ ⁸ ⁸ ─ ╩ ℮≤≤╙⌐⁸

╕√│ ─ ╩  ⱦ☻≢∆⁹כ◘╢∆

 

ủ  

╩ ≤⇔⁸ ⇔√ ╕√│ ⅜≢⅝╢╟℮⌐ ⁸

╕√│ ─ ─√╘─ ╩  ⱦ☻≢∆⁹כ◘℮

 

ủ  

ה ╩ ≤⇔⁸ ⇔√ ╕√│ ⅜≢⅝╢╟℮⌐

⁸ ─ ─√╘⌐ ⌂ ╩  ⱦ☻≢∆⁹כ◘℮

 

ủ  

┼─ ╩ ∆╢ ⌐⁸ ⁸ ⌐ ⌂ ┘ ─ ⌐ ⌂

╩  ⱦ☻≢∆⁹כ◘╢∆

 

ủ  

┼─ ⅜ ⌂ ⌐⁸ ⌐ ≠⅝⁸ ↄ ╩ ∆╢≤≤╙⌐⁸ ┘

─ ⌐ ⌂ ╩  ⱦ☻≢∆⁹כ◘℮
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Ẽ ה☻ⱦכ◘ ─  

  
30  

(2018 ) 

31  

2019  

32  

2020  

 
/  751 772 793 

/  14,882 15,322 15,761 

 
/  6 6 6 

/  107 107 107 

 
/  92 96 100 

 1,597 1,665 1,733 

 
/  111 115 120 

/  1,916 1,985 2,069 

 
/  225 234 242 

/  4,342 4,514 4,667 

 
/  701 729 759 

/  12,629 13,126 13,653 

 /  35 40 45 

 /  43 43 43 

 
/  325 329 334 

/  1,650 1,671 1,696 

 

ủ  

┼─ ⅜ ⌂ ╛ ─ ⌐ ⇔≡™╢ ⌐ ↄ ╛ ─ ╩ ∆

╢≤≤╙⌐⁸ ┘ ─ ה ╩  ⱦ☻≢∆⁹כ◘╢

 

ủ  

⌐ ℮ ─ ⌐ ≢⅝╢╟℮⁸ ה ≤─ ─ ╩ ─

⌐╦√╡  ⱦ☻≢∆⁹כ◘℮

 

ủ  

≤ ╩ ≤∆╢ ⌐⁸ ≢ ⁸ ─ ⁸ ⁸ ┘

─ ╩  ⱦ☻≢∆⁹כ◘℮

 

ủ  

≢ ╩ ℮ ⅜ ⌂≥─ ⌐╟╡ ╩ ℮↓≤⅜≢⅝⌂™ ⌐⁸ ─

╩ ℮ ≢⁸ ⁸ ⁸ ─ ╩  ⱦ☻≢∆⁹כ◘℮
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Ẽ ─☻ⱦכ◘  

  
27  28  

 
29  

       

 /  265 245 92.5 280 253 90.4 295 

 /  250 262 104.8 242 252 104.2 234 

 

ủ ⱶכⱪⱱכꜟ◓  

∆╢ ⌐⅔™≡⁸ ⅜ ⌂ ╩ ⱦ☻≢∆⁹כ◘℮ ─ ⌐≈™

≡│⁸▪fi◔כ♩ ╛☼כ♬√╖╠⅛ ⌐╟╢ ─ ╩ ⇔≡™╕∆⁹ 

 

ủ  

⌐ ∆╢ ⌐⁸ ⁸ ⁸ ─ ╩ ⱦ☻≢∆⁹כ◘℮ ─ ⌐≈™≡

│⁸ ┼─ ⌐ ∆╢ ╩ ⇔≡™╕∆⁹ 

 

 

 

Ẽ ─  

  
27  28  

 
29  

       

 /  371 193 52.0 623 302 48.5 635 

 /  29 9 31.0 33 9 27.3 47 

 /  27 16 59.3 29 16 55.2 38 

 

ủ  

─☻ⱦכ◘ ⌐ ↑√ ה ⁸ ─ ⁸⸗♬♃ꜞfi◓ ╩ ⱦכ◘℮

☻≢∆⁹ 

 

ủ  

╛ ⌐ ה ╩⇔≡™╢ ─№╢ ⌐ ⇔⁸ ─ ─√╘─

┼─ ╛ ─ ╩ ⱦ☻≢∆⁹כ◘℮ ─ ⌐≈™≡│⁸ ⁸ ┼─

⌐ ℮ ⅜ ∆╢↓≤╩ ⇔≡™╕∆⁹ 
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Ẽ ─☻ⱦכ◘  

  
30  

(2018 ) 

31  

2019  

32  

2020  

 /  8 12 16 

 /  279 291 303 

 /  249 248 246 

 

ủ  

ⱶכⱪⱱכꜟ◓╛ ⅛╠ ╠⇔┼─ ╩ ∆╢ ╛

⌐≈™≡⁸ ─ ⁸ ⌂ ╛ ─ ⌐╟╡⁸ ⌂ ╩ ≢☻ⱦכ◘℮

∆⁹ ⌐≈™≡│⁸ ⌐╟╢ ╩ ⇔ ⇔≡™╕∆⁹ 

 

 

 

 

 

 

Ẽ ─  

  
30  

(2018 ) 

31  

2019  

32  

2020  

 /  328 341 354 

 /  22 23 24 

 /  20 20 20 

 

ủ  

≢ ╠⇔╩⇔≡™╢ ─№╢ ⌐ ⇔⁸ ╙ ╗ ⌐⅔↑╢ ⁸

─ ╩ ⱦ☻≢∆⁹כ◘℮ ─ ⌐≈™≡│⁸ ⇔√ ⅜ ⌂│≢☻ⱦכ◘

ↄ⁸ ╢№≢☻ⱦכ◘ ╩ ∆╢↓≤╙ ⇔≡™╕∆⁹ 

 

 

  



68 

☻ⱦכ◘ ─√╘─  

ⱦ☻⌐≈™≡│⁸כ◘ ╙ ─ ⅜ ╕╣╕∆⁹ ⅝ ⅝⁸ ה

─ ─ ⅜ ≤⌂╡╕∆⁹╕√⁸ ◔▪╛ ⌂≥⁸ ⌐

∂√ ─ ╛ ─ ─ ╙ ≢∆⁹∕─√╘⌐│⁸ ☿fi♃כ╛Ɫ

◒כ꞉כ꜡ ≤ ⇔≡⁸ ─№╢ ╩ ∆╢ ─ ⌐ ╘╢╒⅛⁸

╩ ∂√ ─ ╛ ⁸ ─ ⌂≥⌐╟╡ ─ ─ ╩ ╡╕

∆⁹ 

╕√⁸ ☻ⱦכ◘ ⌐ ∆╢ ┘ ╩ ⌐ ™⁸ ⌂

⅜ ╦╣╢ ⌐│ ╩ ™╕∆⁹ ⌐ ∂⁸ ┼─ ╛ ─ ≤─

╩ ─☻ⱦכ◘⁸™ ─ ⌐ ╘╕∆⁹ 

ⱦ☻⌐≈™≡│⁸כ◘ ─ ╢№≢☻ⱦכ◘ ╛

ה ⌐⅔™≡⁸ ☻ⱦכ◘⌂ ⅜ ≢⅝√≤ ⅎ╠╣╢ ⌐│ √⌂ ╩ ╦⌂

™↓≤╙ ≤⇔╕∆⁹ 

─ ™ ⱶכⱪⱱכꜟ◓ ⌐≈™≡│⁸ ⌐ ℮ ⌐ ∆╢

╩ ⱶכⱪⱱכꜟ◓⁸⌐╙≥≥℮ ⌐ ↑√ ╡ ╖╩ ⇔╕∆⁹ 

 ⌐≈™≡│⁸ ╩ ≢⅝╢╟℮⁸ ╛ ─

╩ ⇔⁸ ─ ≤⅝╘ ╛⅛⌂⸗♬♃ꜞfi◓⌐ ╘╢≤≤╙⌐⁸ ⁸

─ ─ ⌐ ╘╕∆⁹ 

30 ⅛╠─ ⱦ☻⌐≈™≡│⁸כ◘ ─ ⌐ ╘╕∆⁹ 
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 ─ ┘ ⌐≈™≡ 

 

─ ┘ ─ ⅎ  

│⁸ ─№╢ ⅜∕─ ∆╢ ╛ ⌐ ∂≡ ⇔√ ╩ ╗↓≤

⅜≢⅝╢╟℮⌐⁸ ⅜ ⌂ ⌐╟╡ ∆╢ ≢∆⁹ ⇔⌂

↑╣┌⌂╠⌂™ ≤ ─ ⌐╟╡ ≢⅝╢ ⅜№╡╕∆⁹ 

⌐≈™≡│⁸ ─ ⌐╟╡ ╩ ⌐ ╡╕⇔√⁹

─℮∟⁸ ⅜ ™╙─⌐≈™≡│⁸ ⅜ →╠╣╕∆⁹ 

⌐≈™≡╙⁸ ≥☻ⱦכ◘ ⌐⁸ ─↓╣╕≢─ ╛

⌂≥╩ ╕ⅎ≡⁸ 32 2020 ╕≢─ ⌐⅔↑╢ ╛ ─ ⌐≈™≡

╘≡™╕∆⁹ 

╕√⁸ ─ ╩ ∆╢√╘⌐⁸ ☻ⱦכ◘ ≤ ⌐⁸

─√╘─ ╩ ⇔⁸↓╣╕≢─ ╡ ╖─↕╠⌂╢ ╩ ∫≡™╕∆⁹ 
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Ẽ ─  

  
27  28  

 

29  

       

    -    -   

    -    -   

 

  19 25 131.6  20 35 175.0  21 

    -    -   

 
   -    -   

    -    -   

  5 5 100.0  5 5 100.0  5 

 /  13 6 46.2  16 8 50.0  20 

    -    -   

 

 
/  1,623 1,739 107.1  1,704 1,780 104.5  1,789 

  2 2 100.0  2 2 100.0  2 

 

 
/  32 27 84.4  32 26 81.3  32 

 

 
/  4 1 25.0  4 6 150.0  4 

 

 
/  -  54 -  -  55 -  -  

 /  8,447 7,831 92.7 8,617 8,163 94.7 8,790 

  /  28 45 160.7  28 31 110.7 28 

 /  100 110 110.0  103 86 83.5 105 

 /  109 88 80.7  113 87 77.0 117 

 /  107 118 110.3  109 93 85.3 111 

 /  8,096 7,458 92.1  8,257 7,859 95.2 8,422 

 

 
/  7 12 171.4  7 7 100.0 7 

 /  25 31 124.0 25 27 108.0 25 

 
/  681 691 101.5  708 718 101.4  736 

/  173,795 171,492 98.7  191,174 157,293 82.3  210,291 

 
 14 15 107.1  15 15 100.0  16 

/  238 176 73.9  248 175 70.6  258 
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Ẽ ─  

  
30  

(2018 ) 

31  

2019  

32  

2020  

     

     

 

  38 40  41 

     

     

     

  5 5  5 

 /  23 26  29 

     

 

 
/  1,878 1,972 2,071 

  2 2  2 

 

 
/  26 26  26 

 

 
/  4 4  4 

 

 
/  51 51 51 

 /  8,294 8,339 8,382 

  /  35 35  35 

 /  95 96  96 

 /  98 98  99 

 /  104 105  105 

 /  7,954 7,997  8,039 

 

 
/  8 8  8 

 /  20 20 20 

 
/  779 810  838 

/  170,284 176,640  182,332 

 
 15 15  16 

/  183 188  193 
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ủ ה  

─№╢ ⌐ ∆╢ ╩ ╘╢√╘─ ╛▬ⱬfi♩─ ⁸ ⌂≥╩ ℮

≢∆⁹ 

 

ủ  

─№╢ ╛ ⁸ ⌂≥⅜ ⌐ ℮ Ⱨ▪◘ⱳ⁸♩כ ⁸

⁸Ⱳꜝfi♥▫▪ ⌂≥ ╩ ∆╢ ≢∆⁹ 

 

ủ  

 ─№╢ ╛ ⅛╠─ ⌐ ∂⁸ ⌂ ╩ ℮ ≢∆⁹ 

 
⌂ ╛ ─☻ⱦכ◘ ⁸ ─√╘

⌐ ⌂ ╩ ℮ ≢∆⁹ 

☿fi♃כ 

╡ ⌐≈™≡ ⌐ ∂╢₈ ₉⁸

╩ ∆╢₈ ₉⁸ ─☻ⱦכ◘

╩ ∆╢₈ ₉╩ ℮ ≢∆⁹ 

 

⌂ ⌐ ≢⅝╢ ה ה

╩ ∆╢ ≢∆⁹ 

 
⅜™⌂™ ─ ⌐╟╡⁸ ┼─ ⅜ ⌂ ⌐

⌐ ⌂ ─ ╩ ℮ ≢∆⁹ 

 

 

ủ  

⌐ ─№╢ ╛ ⌐ ╛ ⌐╟╡⁸ ╛ ╩ ℮ ≢∆⁹ 

 

ủ  

─ ≡⌐ ∆╢ ╩ ∆╢ ≢∆⁹ 

 

ủ  

─ ╩ ℮↓≤⅜≢⅝╢ ─ ╛ ─ ⌂≥⁸

─√╘─ ╛ ─ ╩ ℮ ≢∆⁹ 
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ủ  

⁸ ⁸ ⁸ ∕─ ─ ─√╘⁸ ╩ ╢↓≤⌐ ⅜№╢ ─

√╘⌐⁸ ╛ ─ ─ ╩ ℮ ≢∆⁹ 

ה

 

╛ ה ─№╢ ⌐ ╛

╩ ∆╢ ≢∆⁹ 

 ─ ─ ⌐ ╩ ∆╢ ≢∆⁹ 

ה

 
╛ ─ ╩ ℮ ≢∆⁹ 

╤℮ ↑ ה

 

ה ─ ⅜№╢ ╩ ∆╢ ה ─

╩ ℮ ≢∆⁹ 

╤℮ ↑ ה

 

ה ─ ⅜№╢ ╩ ∆╢ ה ╩ ∆

╢ ≢∆⁹ 

 

 

ủ  

 ─ ╩ ╢ ╩ ∆╢ ≢∆⁹ 

ה  ╛ ⱴ♇♩⌂≥⁸ ╩ ∆╢  

 
╛ ⌂≥⁸ ⁸ ⁸

⌂≥─ ╩ ∆╢√╘─  

 
√╪ ╛ ⌂≥⁸ ╩

∆╢√╘─  

ה  
╛ ⌂≥⁸ ─№╢ ─ ⁸ ╛

╩ ∆╢√╘─  

 ☻♩ⱴ ⌂≥⁸ ╩ ∆╢  

 ─ ─  

 

ủ  

 ╩ ∂⁸ ─ ⅜≢⅝╢ ╩ ∆╢ ≢∆⁹ 

 

ủ  

 ≢─ ⅜ ⌂ ─№╢ ⌐≈™≡⁸ ⌂ ╛ ─

╩ ℮√╘⌐⁸●▬♪ⱫꜟⱤכ╩ ∆╢ ≢∆⁹ 

 

ủ ☿fi♃כ 

 ─№╢ ⌐ ╛ ─ ╩ ∆╢╒⅛⁸ ≤─ ╩ ∆╢ ≢∆⁹ 

  



74 

Ẽ ─  

  
27  28  

 

29  

       

 /  864 547 63.3 918 955 104.0 972 

 /  1,608 1,516 94.3 1,747 1,701 97.4 2,096 

 /  3,586 1,664 46.4 3,586 1,416 39.5 3,586 

 
/  500 546 109.2 500 429 85.8 500 

 
/  2,700 2,277 84.3 2,700 2,323 86.0 2,700 

 
/  20 15 75.0 20 18 90.0 20 

 

 

ủ ☻ⱦכ◘  

⌐ ⅜№╡⁸ ≢ ⅜ ⌂ ─ ╩ ⇔⁸ ╩ ⅎ√◘כⱦ☻ ╩

⇔⁸ ⅜ ╩☻ⱦכ◘ ℮ ≢∆⁹ 

 

ủ  

 ─ ╩ ╢√╘⌐⁸ ╛ ╩ ⇔≡™╢ ╩ ≤⇔

≡ ╩ ⇔╕∆⁹ 

 

ủ  

ה  ╕√│ ─ ⅜ ⌐ ≢⅝⌂ↄ⌂∫√≤⅝⁸

⌐⅔™≡ ╩ ™╕∆⁹ 

 

ủ☻ⱳכ◄ꜞ◒꜠ה♠כ◦ꜛfi ⁸ ה  

 ─№╢ ─ ⁸ ⁸ ⌐ ∆╢√╘ ┘ ☻ⱳכ♠╩ ∆╢√╘⁸

☻ⱳכ◄ꜞ◒꜠ה♠כ◦ꜛfi ╛ ☻ⱳכ♠ ⁸ ╩ ⇔╕∆⁹ 

 

ủ ה ─ ☻כꜙ♬  

 ⌐╟╢ ⅜ ⌂ ─№╢ ⌐⁸ ╛ ⌐╟╢ ⁸≤⌂☻כꜙ♬

╩ ╢ ≢ ─ ™ ╩ ⌐ ⇔╕∆⁹ 

 

ủ ה  

 ─№╢ ─ ╩ ⌐∆╢√╘⁸ ╩ ⇔⁸ ∆╢ ⅜№╢ ⌐⁸

╩ ⇔╕∆⁹  
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Ẽ ─  

  
30  

(2018 ) 

31  

2019  

32  

2020  

 /  1,574 1,574 1,574 

 /  2,112 2,341 2,587 

 /  1,669 1,669 1,669 

 
/  500 500 500 

 

 
/  2,250 2,250 2,250 

 
/  16 16 16 

 

 

─√╘─  

⁸ ≢№╢ ╛ ⅜ ⌡ ≢⅝≡™╢ ⌐≈™≡│⁸ ⅝ ⅝ ⌂

⌐ ╘╕∆⁹ 

⌐≈™≡│⁸ ─ ╩ ℮≤≤╙⌐⁸ ╛ ה ─ ─

⌐╟╡⁸ ─ ⌐ ╘╕∆⁹ 

⌐≈™≡│⁸ ─ ≤⌂╢ ┘∕─ ╩ ⇔⁸

─ ⌂ ⌐ ╘╕∆⁹ 
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 ─ ┘ ⌐≈™≡ 

─ ┘ ─ ⅎ  

⌐≈™≡│⁸ ⌡ ⅜ ↕╣≡™╕∆⁹ ⌐≈™≡│⁸

╩ ∫≡™╕∆⅜⁸☿ꜟⱨⱪꜝfi╙ ╘╢≤ ╩ ⇔≡™╢ │ ╩ ⅎ≡™╕∆⁹ 

╙ ⅜ ╩ ≢⅝╢╟℮ ─ ⌐ ╘╕∆⁹ 

⌐≈™≡│⁸ ≥☻ⱦכ◘ ⌐⁸ ─ ☻ⱦכ◘─≢╕╣↓╛

⁸ √╡─ ╩ ╕ⅎ╢≤≤╙⌐⁸▪fi◔כ♩ ⅛╠╖√ ☼כ♬⌂ ╩

⇔≡⁸ ⌐⅔↑╢ ⌂ ╩ ⇔≡™╕∆⁹ 
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Ẽ ─  

  
27  28  

 
29  

       

 
/  278 283  101.8 315 353  112.1 335 

/  3,040 2,838  93.4 3,431 3,425  99.8 3,641 

 

/  648 515  79.5 690 643  93.2 732 

/  3,889 5,310  136.5 4,141 7,036  169.9 4,394 

 

/  11 9  81.8 11 10  90.9 12 

/  21 9  42.9 23 12  52.2 24 

 

/  19 15  78.9 0 1  -  0 

/  182 154  84.6 0 2  -  0 

 /  100 69  69.0 205 110  53.7 217 

 

ủ  

⌐⅔™≡⁸ ⌐⅔↑╢ ⌂ ─ ⁸ ─ ⁸ ┼─

╩ ℮⁸ ╩  ⱦ☻≢∆⁹כ◘√⇔≥

 

ủ  ☻ⱦכ◘▬♦

⌐⅔™≡⁸ ╕√│ ⌐ ─ ─√╘⌐ ⌂ ╛⁸ ≤─

╩ ℮⁸ ⇔≡™╢ ╩  ⱦ☻≢∆⁹כ◘√⇔≥

 

ủ  

⌐ ∆╢ ≤ ─№╢ ╛ ⅜⁸ ⌂≥╩ ⇔⁸ ╛

☻♃♇ⱨ⌐ ⇔⁸ ⅜ ⌐ ∆╢√╘─ ⌂ ╩  ⱦ☻≢∆⁹כ◘℮

 

ủ  

─№╢ ╩ ⌐⁸ ─ ╛ ⌂ ╩  ⱦ☻≢∆⁹כ◘℮

 

ủ  

─ ⌐╟╡ ⅜ ⇔ↄ ⌂ ⌐ ⇔⁸ ╩ ⇔≡ ╩ ∆

 ⱦ☻≢∆⁹כ◘╢

 

ủ  

ה ─≤⌂☻ⱦכ◘▬♦ ⌐ ↑√ ה ⁸ ─ ⁸⸗♬

♃ꜞfi◓ ╩  ⱦ☻≢∆⁹כ◘℮
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Ẽ ─  

  
30  

(2018 ) 

31  

2019  

32  

2020  

 
/  401  423 445 

/  3,866 4,078 4,290 

 
/  729 770 810 

/  7,515  7,937 8,350  

 
/  11 12 12 

/  12 12 13 

 
/  1 2 2 

/  2 4 4 

 

 

/  1 2 3 

 2 4 6 

 /  126 133 140 

 
 0 0 1 

 

ủ ◔▪ ⌐ ∆╢ ─ ╩ ─כ♃כⱠ▫♦כ◖╢∆  

◔▪ ⌐ ∆╢ ⌂ ─ ⌐ ↑≡⁸ ─ ╩ ▫♦כ◖╢∆

Ⱡכ♃כ≤⇔≡ ↕╣√ ╩ ∆╢ ≢∆⁹ 

 

 

─√╘─  

⌐≈™≡│⁸ ⌡ ⅜ ↕╣≡™╢√╘⁸ ─☻ⱦכ◘│ ─ ⌐

╘╕∆⁹╕√⁸ ה ⱦ☻⌐≈™≡│⁸כ◘▬♦ ┘ ─ ⌐ ™⁸

☻ⱦכ◘⌂ ⅜ ≢⅝√≤ ⅎ╠╣╢ ⌐│ √⌂ ╩ ╦⌂™↓≤╙ ≤⇔╕∆⁹ 

⌐≈™≡│⁸ ╩ ≢⅝╢╟℮⁸ ╛ ─

╩ ⇔⁸ ─ ≤⅝╘ ╛⅛⌂⸗♬♃ꜞfi◓⌐ ╘╕∆⁹ 
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⌐⅛⅛╢ ╕√│  

ᵑ ─ ה╙≤ ≡ ─ ─☼כ♬ ┘∕─ ─ ⌐≈™≡ 

 

─  

─ ה╙≤ ≡ ─ ⁸≡™≈⌐☼כ♬ ╩☼כ♬ √∑╢ ⌂ ╩

⇔√℮ⅎ≢⁸ ה╙≤ ≡ ─ ╩ ∆╢ ⅜ ⌐ ∫√ ⅜≢⅝╢⁸

╛ ↓≥╙ ⁸ ⌐⅔↑╢ ─ ╣─ ╩ ℮╙─

≤∆╢⁹ 

 

─ 27 ⅛╠ 29 ─ ↓≥╙ ⁸ ⁸

₈ ₉≤™℮⁹ ≤ ☿fi♃כ ⌐⅔↑╢

─ ⅜∕╣∙╣ ≢№∫√√╘⁸ ─ ╩ ╕ⅎ⁸ ⌐№√╢ ╩∕╣∙╣

⌂ ≤⇔≡ ⇔⁸ ╙ ─ ⌐ ∫√ ⅜≢⅝╢╟℮⌐ ⌐ ╘╕

∆⁹ 

 

Ẽ ─ ה╙≤ ≡ ─ ╩☼כ♬ ╕ⅎ√ ⌂  

  
30  

(2018 ) 

31  

2019  

32  

2020  

  152 168 171 

  68 73 79 

 

 

ᵒ ─ ─ ⌐≈™≡ 

 

─  

ᵑ ≤ ─ ⅜⁸ ╛ ─ ™⅛╠ ⌂ ⅜ ╣≡™⌂™↓≤╩ ╕ⅎ⁸

─ ≤ ─ ─ ╩ ╘⁸ ╩ ⅛≈ ⌐ ℮↓

≤⅜≢⅝╢╟℮⁸ 30 ╕≢⌐ ≤ ─ ─ ╩ ∆╢⁹ 

ᵒ ꜝ▬ⱨ☻♥כ☺⌐ ∂√ ╣ ─⌂™ ⅜ ⅎ╢╟℮⁸ ☿fi♃כ╛

☿fi♃⁸⌐≤⌂כ 32 2020 ╕≢⌐ ─ ╩ ∆╢⁹ 

 

⌐⅔™≡│⁸ ↓≥╙ ⌐⅔™≡⁸ ─ ≤ ─

⅜ ⇔⁸ ⌐ ∆╢ ╩ ∫≡™╕∆⁹╕√⁸ 27 ⌐↓≥╙ ☿fi♃

╩כ ⇔⁸ ╣ ─⌂™ ╩ ℮√╘─ ≤⇔≡─ ╩ ∫≡™ↄ↓≤⅛╠⁸∕╣

∙╣─ ⌐≈™≡│ ≤⇔⁸ ╙ ⌂ ⌐ ╘╕∆⁹ 

 

  



 

 

 

 

 

 

第６章 計画の推進に向けて 
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 ─ ⌐ ↑≡ 

 ─  

─  

─ ⌐№√∫≡│⁸ ה ─ ⁸ ⁸ ⁸ ⌂≥≢

∆╢₈ ₉⌐⅔™≡⁸ ─ ─ ≤ ╩ ™╕

∆⁹ 

☻ⱦכ◘╛ ⁸ ה ה ה ה ─ ⁸ ≢ ↕

╣√₈ ₉⌐⅔™≡│⁸ ╩ ╕ⅎ√ ╛⁸₈ ₉─

╩ ∂⁸ ™ ─ ╛ ─ ╩ ™⁸∕─ ⌐ ↑√ ─ ╩≤╙⌐ ╘

╕∆⁹ 

⌐⅔™≡╙⁸ ─ ╩ ⌐ ∆╢≤≤╙⌐⁸ ─ ⌂ ⌐

╘╕∆⁹ 

 

 

─№╢ ─  

─ ⌐№√∫≡│⁸ ─№╢ ─ ─ ⌐ ⇔≈≈⁸∕─ ╩

⇔⁸ ≤ ─ ╩ ∫≡™ↄ↓≤⅜ ≢∆⁹ ⌐⅔↑╢ ─

⌂ ≤ ╩ ╘√ ─ ⌐⅔™≡╙⁸ ─№╢ ─ ╩ ⇔⁸ ─

╩ ─ ╛ ⌐ ∆╢↓≤⅜ ╘╠╣╕∆⁹ 

⇔√⅜∫≡ ─ ⌐№√∫≡│⁸ ─№╢ ⅜ ∆╢ ╛

≢─ ╩ ⇔⁸ ─№╢ ╩☼כ♬─ ⌐ ⇔╕∆⁹ 

╕√⁸ ─ ⌐⁸ ⁸ ⅛╠─ ╩ ╢↓≤≢⁸

─ ┘ ⌐⁸ ⌂ ─ ⅜ ↕╣╢╟℮⌂ ─ ⌐ ╘╕∆⁹ 

 

 

─ ≤ ⇔ 

╟╡ ה ⌂ ─ ≤⁸ ─ ╛ ─№╢ ─ ⌐ ⇔√ ─

⇔╩ ℮√╘⁸ ◘▬◒ꜟ⌐ ≠ↄ ─ ≤ ⇔╩ ™╕∆⁹ ⁸

⁸ ─∕╣∙╣⌐⅔™≡⁸ ╛ ☻ⱦכ◘

─ ─ ⌐ ≠ↄ ─ ╩ ™⁸ ╛ ╡ ╖─ ⇔⌐≈™≡

∆╢╙─≤⇔╕∆⁹╕√⁸ ⌂ ∞↑≢│⌂ↄ⁸ ─ ╛⁸ ⌂ ⅎ ⌐≈

™≡╙ ⇔≡™ↄ╙─≤⇔⁸ ╛ ─ ה ⌐ ╦∑≡⁸ ⌐∕─ ╩

⇔≡™ↄ ⅜№╣┌⁸ ╩ ™╕∆⁹ 
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 ─ ≤∕─  

─ ⁸ ⅜ ∆ ─ ⌐ ↑≡│⁸ ⌂≥ ─╖⌐╟╢

─ ה ⌐ ↑√ ╡ ╖∞↑≢⌂ↄ⁸ ╛ ☻ⱦכ◘⁸ ⁸ ⁸ ⌂

≥⁸ ₁⌂ ⅜∕╣∙╣─ ≢ √∆═⅝ ╩ ⅎ⁸ ─ ╩ ╡⌂⅜╠ ⅛≈

⌂ ╡ ╖╩ ℮↓≤⅜ ╕╣╕∆⁹ 

 ∕─√╘⁸∕╣∙╣─ ⅜ ℮═⅝ ⁸ √∆═⅝ ╩ ─≤⅔╡ ⇔╕∆⁹ 

 

 

ủ ─№╢ ⌂≥─ ה ─☼כ♬ ⁸ ⌐⅔↑╢ ─№╢

⌐ ∆╢ ─ ⌂ ┘ ╩ ╡╕∆⁹ 

ủ ─ ⌐ ↑√ ─ ה ╛ ─ ┘ ⌐ ∆╢ ⌐≈™≡⁸

╛ ⌐ ⇔≡ ה ╩ ™⁸ ∂ ─ ≢≤╙⌐ ⅎ№™⁸≤╙⌐ ∆

╢ ≠ↄ╡⌐ ↑√ ≠ↄ╡⌐ ╡ ╖╕∆⁹ 

ủ ─№╢ ╩ ⅎ╢ ⁸Ⱳꜝfi♥▫▪ ─ ה ╩ ™╕∆⁹ 

ủ ╛☻ⱦכ◘ ⌂≥─ ⌐☻ⱦכ◘ ⅎ⁸ ה ה ה ה

⌂≥⁸ ─№╢ ⅜ ⇔≡ ╠∑╢╕∟≠ↄ╡─√╘⌐ ⌂ ≤─

─ ⌐ ╡ ╖╕∆⁹ 

 

 

ה  

ủ ─ ה ╛ ─ ⁸ ─ ⌂≥⁸ ─ ⌐ ↑√

╛ ⅎ ⌐ ∆╢ ╩ ⌐ ╘╢ ╡ ╖⅜ ╘╠╣╕∆⁹ 

ủ ─№╢ ⌂≥─ ⁸ ה ⁸ ⌂ ╩ ∂√ ╩ √╡ ─╙─≤

⇔≡≤╠ⅎ⁸ ⌂ ╛ ╩ ℮↓≤╛⁸∕╣╠╩ ≤∆╢ ≠ↄ╡⅜ ╘╠╣╕∆⁹ 

ủⱲꜝfi♥▫▪ ╛ ⌐⅔™≡⁸ ה╡ ה™№╣┤⁸≤⌂↑⅛ ה™№↑ ⅎ№™

⌐╟╢ ⅜ ⌐ ╦╣╢↓≤⅜ ↕╣╕∆⁹ 

  



83 

☻ⱦכ◘  

ủ ─№╢ ─ ⌐☼כ♬╛ ∂√⅝╘ ⅛≢ ─☻ⱦכ◘⌂ ⅜ ╘╠╣╕∆⁹ 

ủ ─№╢ ─ ╛ ╩ ⇔⁸ ╩ ╢↓≤⌐ ⌐ ─☻ⱦכ◘√⇔ ⅜

╘╠╣╕∆⁹ 

ủ ≢ ─ ⌐ ⅜☻ⱦכ◘√⇔ ☻ⱦכ◘℮⁸╟╢╣↕ └≤╡─

─ ⅜ ↕╣╕∆⁹ 

ủ ⌐☼כ♬─ ∂√ ☻ⱦכ◘⌂ ⅜ ☻ⱦכ◘℮⁸╟╢╣↕ ─ ⅜

↕╣╕∆⁹ 

 

 

ה  

ủ ∞↑≢⌂ↄ⁸ ⌐ ⇔≡╙ ─ ╛ ─ ⌐ ∆╢ ╩ ╘

╢√╘─ ה ─ ╡ ╖⁸ ─№╢ ⌐ ⇔√ ה ─ ⅜ ╘╠╣

╕∆⁹ 

ủ ─№╢ ─ ה ⌐ ∂√ ─ ⌐ ╘⁸ ─ ╩ ╢≤≤╙⌐⁸

╛ ⌐ ∆╢ ─ ⌐ ╡ ╖⁸ ⇔√ ─ ╡⅜

╘╠╣╕∆⁹ 

ủꜚ♬Ᵽכ◘ꜟ♦◙▬fi─ ⅎ ⌂≥ ╙⅜ ⇔≡ ≢⅝╢ ⌂ ─☻ⱦכ◘ה ⅜

↕╣╕∆⁹ 

ủ ≤⇔≡⁸Ⱳꜝfi♥▫▪ ⌂≥ ┼─ ⅜ ↕╣╕∆⁹ 

 

 

ה  

₃ ╛ ⅜ ╗⌂⅛≢⁸ ─№╢ ⅜ ≢ ╠⇔ ↑≡™ↄ√╘⌐│⁸

⌐ ⇔√ ─ ⅜ ╘╠╣╕∆⁹ 

  



 

 

  



 

 

 

 

 

 

資料 
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⅔⅔↕⅛ Ⱡ♇♩꞉

  ◒כ
   

    

 

ה      

     

☿fi♃₈כ▪▬ⱦ₉כ 

☿fi♃כ  
   

     

 

╩≈⌂←   

╩≈⌂←   

  

  

 

H28.10.10╕≢ 

     

     

     

     

 

 
   

 

Ɫכ♩ⱨꜟ     

     

 ⌂⌂ↄ↕  

 
   

     

☿fi♃כ    ╖⌂   

 

Ί    

Ί    

20   
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28 20  

27   

ה  ⌐≈™≡ 

ה  ─ 26 ⌐≈™≡ 

28 31  

28   

ה  ⌐≈™≡ 

ה ▪fi◔כ♩ ⌐≈™≡ 

28 10 11  

28   

ה  ⌐≈™≡ 

ה  ▪fi◔כ♩ ⌐≈™≡ 

ה  ─ 27 ⌐≈™≡ 

28 12  

 

29  

▪fi◔כ♩  

ה  ─√╘⁸ ╛ ☻ⱦכ◘ ⌐ ∆╢ ⅎ╛

⌐≈™≡  

29 15  

28   

ה  ─ ⌐≈™≡ 

ה ⌐≈™≡ 

29 29  
28   

ה  ⌐≈™≡ 

29 16  

29   

ה  ⌐≈™≡ 

ה  ⌐ ∆╢ ─ ─ ≤ ─  

ה  ─ ⌐≈™≡ 

ה  ─ ⌐≈™≡ 

29  
29   

ה  ⌐⅔™≡ ⌐ ╡ ╗═⅝ ≤∕─  

29 16  
29   

ה  ⌐≈™≡ 

29 11 17  
29   

ה ⌐≈™≡ 

29 12  
29   

ה  ⌐≈™≡ 

29 12 14  

 

30 19  

ⱤⱩꜞ♇◒◖ⱷfi♩  

ה  ⌐ ⇔≡  

30  
29   

ה  ⌐≈™≡ 
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 ↓─ │⁸ ⌐ ∆╢

⁸₈ ₉≤™℮⁹ ─ ⌐≈™≡⁸ ⌂ ╩

╘╢⁹ 

 

 

 ─ ─ ─ ⌐№╢₈

─ ⌐ ≠ↄ ┘ ─ ┘ ╩

⌐ ∆╢√╘─ ─ ⌐ ≠ↄ

─ ⌐ ⇔≡ ⌂ ─ ┘ ₉≤⇔≡⁸ ─ ╩ ∆╢⁹ 

─ ┘ ─√╘─ ⌐ ∆╢↓≤⁹ 

─ ⌐№√∫≡⁸ ─ ⁸ ╩ ℮↓≤ ┘ ─ ╩

⇔⁸ ⌐ ╩ ∆╢↓≤⁹ 

─ ⌐№√∫≡│⁸ ⁸ ─ ☻ⱦכ◘╛ ⌐ ∆╢ ╩ ∆╢╒⅛⁸

╩│∂╘ ≤ ∆╢↓≤⌐ ⇔⌂↑╣┌⌂╠⌂™⁹ 

 

 

 ─ ⌐№√∫≡│⁸ ─ ⌐ ∆╢ ≤⇔≡⁸ ⌐

╩ ↄ↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

 │⁸ ⌐ ∂≡⁸ ─ ┘ ╩ ⌐ ∆╢√╘─

─ ⌐ ≠⅝ ↕╣≡™╢ ─ ╩ ↄ↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

 

 

 ─ │ ⌐ →╢ ≤⇔⁸∕─ │ ⁸

⁸ ┘ ⌐⅔™≡ ∆╢⁹ 

 

 

 ↓─ ⌐ ╘╢╙──╒⅛⁸ ─ ⌐ ⇔ ⌂ │ │

⅜ ╘╢⁹ 

 

  

  ↓─ │⁸ ⅛╠ ∆╢⁹ 

  

  ↓─ │⁸ ⅛╠ ∆╢⁹ 
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  ↓─ │⁸ ⅛╠ ∆╢⁹ 

  

  ↓─ │⁸ ⅛╠ ∆╢⁹ 

  

  ↓─ │⁸ ⅛╠ ∆╢⁹ 

  

  ↓─ │⁸ ⅛╠ ∆╢⁹ 

 

 

 

 

  

   

 

↓≥╙  

 

 

 

 

↓≥╙ ↓≥╙  
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ₒ№ ₓ 

ừ  

≤─ ⌐ ╩ ┘⁸ ╛ ─ ─╙≤≢ ─

╩ ↑╢ ╩™™╕∆⁹ ≢─ ≤─ ≢ ╦╣╕∆⁹ 

 

ừ ◔▪ 

⅜ ⌐ ∫≡™╢√╪─ ╛ ─ ⌂ ≢∆⁹ ⌐╟╢

─√╘─ ≤│ ↕╣╕∆⁹ 

 

ừ▬fi◒ꜟכ◦Ⱪ ◦☻♥ⱶ 

─№╢ ⅜ ─ ╩ ⌂ ╡ ┌⇔≡⁸ ⅜≢⅝╢╟℮⌐⌂╢↓≤╩

≤⇔√⁸ ─№╢ ≤ ─⌂™ ⅜≤╙⌐ ┬ ╖≢∆⁹ 

 

ừ◄fiⱤ꞉ⱷfi♩ 

─№╢ ⅜ ─ ╩ ≢⅝╢╟℮⌐ ∆╢↓≤╩™™╕∆⁹ ⅜

╛ ─ ╡─↓≤ ≡╩ ∆╢─≢│⌂ↄ⁸ ─№╢ ─ ה ╩

≤⇔⁸ ─ ─ ⌐⌂╣╢╟℮⌐≤™℮ ⅛╠⁸ ─ ╩ ∆╢↓

≤⅜ ↕╣╕∆⁹ 

 

ₒ⅛ ₓ 

ừ⅛⅔♥꜠ⱦ 

⁹♥꜠ⱦ ⌐ ╢ ─ ╛ ⌐ ∆╢ ─ ─ ⅝╩ ⇔⁸

─ ┼─ ╛ ⇔┼─ ─ ─ ╩ ╢↓≤⅜≢⅝╢ ≢∆⁹ 

 

ừ ☿fi♃כ 

⌐⅔↑╢ ─№╢ ─ ⌐ ∂⁸ ₁⌂ ╩ ℮↓≤ ─ ⌂

╩ ℮ ≢∆⁹ ⌐⅔↑╢ ☿fi♃₈│כ ☿fi♃כ⌐

⇔─╖╛₉≤™™╕∆⁹ 

 

ừ  

⁸ ╩ ℮ ─ ≢∆⁹ 

 

ừ◓ꜟכⱪⱱכⱶ  

─№╢ ⌂≥⅜⁸ ⌐╟╢ ╛ ─ ╩ ↑⌂⅜╠⁸ ≢

╩ ℮ ≢∆⁹ 
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ừ  

─№╢ ⅜⁸ ─⌂™ ≤ ⌐ ⅜ ↕╣⁸ ⁸ ⁸∕─ ─ ⌐

⌐ ≢⅝╢╟℮⁸ ─ ╛ ⌐ ∂≡ ⅛≈ ⌂ ╛ ╩⁸

─ ⌐⌂╠⌂™ ≢ ℮↓≤╩™™╕∆⁹ 28 ╟╡ ↕╣√

≢│⁸ ╩ ⇔⌂™↓≤╙ ⌐ √╢≤ ⇔≡™╕∆⁹ 

 

ừ ה ☿fi♃כ 

⁸ ה ─№╢ ⌂≥─ ⌐ ∆╢ ה ╛

─ ⌂≥╩ ⌐ ⅜ ⇔≡™╢ ≢∆⁹ 

 

ừ↓≥╙ ☿fi♃כ 

ה ה ⅜ ⇔≡⁸ ₁⌂ ╖╛ ─№╢ ⌐ ⇔⁸ ╣ ─⌂™ ╩

∫≡™ↄ↓≤╩ ⇔≡ ↕╣√ ─ ≢∆⁹18 ╕≢─ ≤ ⌐ ∆╢

⁸ ─ ⌐≈™≡─ fi⁸ꜛ◦כ♥ꜞⱢⱦꜞה ─ ⌐ ─№╢ ╩

⌐⇔√ ⁸ ⌐ ≢⅝⌂™ ⌐№╢ ⌐ ─√╘

─ ╩ ℮ ⁸ ╩ ⇔≡™╕∆⁹ 

 

ₒ↕ ₓ 

ừ  

╕√│ ⌐⅔↑╢ ─ ─ ╩ ∆╢√╘⁸ ─ ⅜

≢ ╩ ℮ ─↓≤≢∆⁹ 

 

ừ  

─ ⌐ ⅜№╢↓≤ ⅜ ⌂─≢│⌂ↄ⁸ ⅜№╢√╘⌐ √╡ ─ ⅜

≢⅝⌂ↄ⌂╢ ─№╡ ⅜ ≢№╢≤∆╢₈ ⸗♦ꜟ₉⌐ ≠ↄ ≢⁸ ⅜№╢

─ ─ ≤⌂╢╟℮⌂ ה ה ה ∕─ ─╙─╩ ∆ ≢∆⁹ 

 

ừ ▪☿☻ⱷfi♩ 

☿fi♃כ╛ ⌂≥─ ⅜⁸ ─№╢ ─

⌐ ↑≡⁸ ╛ ⌐ ∆╢ ⌂≥╩▪☿☻ⱷfi♩ ∆╢↓≤╩™™╕∆⁹ 

 

ừ  

╩ ⇔≡™╢ ⅜⁸ ≤ ╩ ┘⁸ ↄ╟℮⌐⌂╢↓≤╩™™

╕∆⁹ 
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ừ №╪⇔╪  

─№╢ ╛∕─ ─ ⌐⅔↑╢ ╩ ∆╢√╘⁸ ₁⌂ ⌐ ∂√╡⁸

⌂≥╩ ℮ ⌂ ≢∆⁹ ─ ╛ ╩ ↑≡⅔╡⁸ ⌐ №╡╕∆⁹ 

 

ừ ☿fi♃₈כ▪▬ⱦ₉כ 

╩ ∆╢ ─№╢ ⌐ ⇔⁸ ≤ ⇔≡⁸ ─ ⌐⅔™≡⁸ ≤

─ ⌂ ╩ ∆╢⁸ ⌐⅔↑╢ ≢∆⁹ 

 

ừ ☿fi♃כ⌐⇔─╖╛ 

─№╢ ╛∕─ ⅛╠─ ⌐ ∂⁸ ╛ ₁⌂ ╩ ℮⁸ ⌐⅔↑

╢ ☿fi♃⁹∆≢כ 

 

ừ ☻ⱦכ◘ ●▬♪ꜝ▬fi 

⌐⅔™≡⁸ ☻ⱦכ◘ ─ ─ ╩ ╩☻ⱦכ◘⁹∆≢─╙√╘

∆╢ ─ ─ ╛ ⌐╟╡ ⅜☻ⱦכ◘╢⅝≢ ⌐╦⅛╢╟℮ ╘≡™╕∆⁹ 

 

ừ ☻ⱦכ◘  

≢ ∆╢ ≢⁸ ─ ⌂ ╩ ≤⇔≡ ⅜ ⇔≡™

╕∆⁹ ─ ╛ ─ ⌐ ∆╢ ⌂≥╩ ⌂ ≤⇔≡™╕∆⁹ 

 

ừ  

  ⌂≥─ ⌐ ╣╢ ╩∆╢↓≤╩™™╕∆⁹∕─╟℮⌂ ╩⇔√ ─№╢ ╩

≤™℮↓≤⅜№╡╕∆⁹ 

 

ừ  

╛ ⁸ ⌂≥─ ⌐╟╡ ⅜ ⌂√╘⌐ ─ ╩

╢─⅜ ⌂ ╩ ∆╢ ≢∆⁹∕─ ─ ─ ╡⌐ ⇔√ ☻ⱦכ◘╛

─√╘─ ⌂≥╩◘ⱳ⁹∆╕⇔♩כ 

 

ừ☿ꜟⱨⱪꜝfi 

☻ⱦכ◘ ╩ ∆╢ ⌐ ☻ⱦכ◘╢∆ ≢⁸ ≢│

⌂ↄ⁸ ╛ ⅜ ∆╢ⱪꜝfi─↓≤╩™™╕∆⁹ 
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ừ ☿fi♃כ 

─№╢ ─ ≤ ╩ ∆╢ ≤⇔≡⁸ ⅜ ⇔≡™╢ ≢∆⁹

╛☻ⱳכ◄ꜞ◒꜠ה♠כ◦ꜛfi⁸ ⁸ ⌂≥╩ ∂≡⁸ ─№╢

─ ≠ↄ╡⁸ ╩ ╢≤≤╙⌐⁸┤╣№™ ╩ ╘≡™╕∆⁹☿fi♃כ ⌐│

☿fi♃⁸╛╖─⇔⌐כ ה ☿fi♃⁸כ

☿fi♃₈כ▪▬ⱦ⁹∆╕╡№⅜≤⌂₉כ 

 

ₒ√ ₓ 

ừ Ⱡ♇♩꞉כ◒ 

╛⅛⅛╡≈↑ ⌂≥─ ╩ ⌐ ⇔≡⅔⅝⁸ ≤ ─

ה ה ≢ ⇔⁸ ה ⌐ ⅜ ⇔≡⁸ ⌂ ╩

╢ ─ ≢∆⁹ 

 

ừ ☿fi♃כ 

─№╢ ⅜ ™⁸ ╛ ╩ ℮ ≢∆⁹ ≤─ ╩ ∂⁸ ─№

╢ ─ ⇔√ ╩ ⇔╕∆⁹ 

 

ừ  

⌐ ℮ ─№╢ ⅜⁸ ─ ╛ ≢ ╩∆╢↓≤≢⁸

┼─ ⌐≈⌂→╢ ╡ ╖≢∆⁹ 

 

ừ  

─№╢ ─ ╩ ⅎ╢√╘⁸ ─ ⌐ ∆╢◦☻♥ⱶ≠ↄ╡⌐≈™≡ ⌂

╩ √∆ ─ ≤⇔≡ ⅜ ה ∆╢╙─≢∆⁹ ⌐⅔™≡│⁸ ╛

⁸ ☻ⱦכ◘─≤⌂ ⁸ ─ ⌐╟╡ ↕╣≡⅔╡⁸₈

─№╢ ╙⌂™ ╙ ≢ ⇔≡ ╠∑╢╕∟≠ↄ╡₉╩ ⇔≡ ⇔≡™╕∆⁹ 

 

ừ ☿fi♃כ 

⁸ ⁸ ┘ ⌐ ↕╣≡™╢ ╛ ⌐

⇔⁸ ⅛╠ ╛ ⁸ ⌂≥≤ ⇔⁸ ┘

╩ ∆╢↓≤╩ ⌐⁸ ⅜ ⇔≡™╢ ≢∆⁹ 

 

ừ  

⌐ ≢─ ⅜≢⅝∏⁸ ⌐ ⅜ ⌂ ─№╢ ⅜ ⌐ ⇔≡⅔

⅝⁸ ה ⌂≥ ─ ⅜ ⇔≡ ╩ ∫≡™ↄ ≢∆⁹ 

  



93 

ừ ◔▪◦☻♥ⱶ 

⅜ ⌂ ╡ ╖ ╣√ ≢⁸∕─ ∆╢ ⌐ ∂≡⁸ ⇔√ ╩ ╗

↓≤⅜≢⅝╢╟℮⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ╕™ ┘ ⇔√ ┼─ ⅜ ⌐

↕╣╢ ≤ ↕╣≡⅔╡⁸ ╛ ⅜⁸ ─ ╛ ⌐ ≠⅝⁸

─ ⌐ ∂≡≈ↄ╡ →≡™ↄ↓≤⅜ ≤⌂∫≡™╕∆⁹ 

 

ừ ה  

│⁸ ╕⇔™ ─√╘─ ⁸ ┘ ╩ ℮√╘─ ─ ™

╩ ℮ ≢∆⁹₈ ₉⌂≥⁸ ₁─ ─ ⌂≥⌐ ∂√ ╩ ╗↓≤

⅜≢⅝╢╟℮⌐⌂∫≡™╕∆⁹ 

│⁸ ה ⌐ ↕╣√ ─ ↔≤─ ≢∆⁹

╩ ⌐⇔⁸ ₁─ ─ ⌂≥⌐ ∂√ ╩ ™╕∆⁹ 

 

ₒ│ ₓ 

ừ  

⁸▪☻Ɑꜟ●כ ⁸∕─ ─ ⁸ ⁸

⌂≥─ ─ ≢⁸∕─ ⅜ ⌐⅔™≡ ∆╢╙─≤↕╣

≡™╕∆⁹ 

β 25 ⌐ ─ ⅜ ↕╣⁸ ─₈ ₉₈▪☻Ɑꜟ●כ

₉⌂≥⅜⁸ ☻Ɑ◒♩ꜝⱶ ≤⌂╡╕⇔√⁹  

 

ừⱣꜞ▪ⱨꜞכ 

─№╢ ⅜ ╩⇔≡™ↄ ≢ Ᵽꜞ▪ ≤⌂╢╙─╩ ╡ ↄ↓≤╩™™╕

∆⁹ ─ ╛ ∆╡─ ≤™∫√ ─ ∞↑≢⌂ↄ⁸╟╡ ↄ⁸∆═≡─

─ ╩ ⌐⇔≡™╢ ⁸ ⁸ ⌂∆═≡─ ╩ ∆╢≤™℮ ≢

╙ ™╠╣╕∆⁹ 

 

ừⱧ▪◘ⱳכ♩  Ⱨ▪◘ⱳכ♃כ 

Ⱨ▪◘ⱳכ♩ Ⱨ▪◌►fi☿ꜞfi◓ ≤│⁸ ─№╢ ⅜⁸ ─ ─№╢ ⌐ ⇔⁸

╠─ ⌐ ≠⅝⁸ ⌐ ∂√╡⁸ ╛ ≢─ ה ─ ⌂≥╩ ∆╢

─↓≤╩™™╕∆⁹∕─◘ⱳכ♩╩ ™ ⌐ ∂╢ ─↓≤╩Ⱨ▪◘ⱳ⁹∆╕™™≥כ♃כ 

 

ừ  

─№╢ ⅜ ⌂≥─ ≢⁸ ╩ ↑⌂⅜╠ ↄ↓≤╩™™╕∆⁹ 

 

ừ  

─ ≢─ ⅜ ≢⁸ ⌂ ╩ ∆╢ ─№╢ ╛ ⌂≥─

╩ ↑ ╣╢ ─↓≤╩™™╕∆⁹ 
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ừⱭ▪꜠fi♩הⱪ꜡◓ꜝⱶ 

≡⌐ ⇔↕╩ ∂╢ ⅜ ─ ─ ─ ╩ ┘⁸ ⇔ↄ ≡╩∆╢

╩≈↑╢↓≤╛ ≡─ ╩╖≈↑╢↓≤╩ ≤⇔√ⱪ꜡◓ꜝⱶ≢∆⁹↓≥╙ ☿fi♃

─כ ╕≢─ ─ ┼─ ≤⇔≡─ ╙ √⇔≡™╕∆⁹ 

 

ừ  

☻ⱦכ◘ ╩ ∆╢√╘⌐ ∆╢ ☻ⱦכ◘ ─↓≤≢∆⁹

≢│⁸ ─ ™╛ ⌐ ≠™√ⱪꜝfi╩⁸ ╛∕─ ⁸ ╛∕─

─ ≢ ⇔╕∆⁹ 

 

ₒ╕ ₓ 

ừ╖╛∫↓ⱨ□▬ꜟ 

⌐ ⅜№╢ ─ ⅜ ⌂ ─√╘─ⱨ□▬ꜟ≢⁸ ╛ ╩ ╛

⁸ ─ ⅜ ⇔ ∆╢↓≤≢⁸ ⌂ ⇔√ ⌐ ≡╢╙─≢∆⁹ 

 

ừ ה  

│⁸ ⌐ ≠™≡ ⅛╠ ↕╣√ ─ ≢⁸

─ ⅛╠ ╛ ⌐ ∆╢ ה ╩ ∫≡™╕∆⁹╕√⁸ ≡─

│ ⌐╟╡ ╩ ⌡╢√╘⁸ ה ≤ ┌╣╕∆⁹ 

 

ₒ╛ ₓ 

ừꜚ♬Ᵽכ◘ꜟ♦◙▬fi 

╩⇔⌂ↄ≡╙ ⌂ ╡∆═≡─ ⅜ ⇔╛∆™ ⱦ☻⁸כ◘⁸ ⌂≥⌐⌂╢╟

℮⁸ ⅛╠ ⌂ ╩ ╖ ╪≢⅔ↄ≤™℮ ⅎ ─↓≤╩™™╕∆⁹ 

 

ừ  

⌂≥≤─◖Ⱶꜙ♬◔כ◦ꜛfi ─ ≈≢№╡⁸ ⇔≡™╢ ╩ ⇔⁸Ɽ♁

◖fi╛ ≢ ↄ↓≤⌂≥⌐╟╡ ⅎ╢↓≤╩™™╕∆⁹ 

 

ₒ╠ ₓ 

ừꜝ▬ⱨ☻♥כ☺ 

ה ה ⌂≥⁸ ─ ╩ ₁⌂ ⅎ ⌐ ≠™≡ ↑√⁸∕╣∙╣─

─ ─↓≤╩™™╕∆⁹  



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西宮市障害福祉推進計画 
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西宮市健康福祉局 

〒662 - 8567  西宮市六湛寺町10 番3 号 

TEL ：0798 - 35 - 3147   FAX ：0798 - 35 - 5300  

E- mail：syofuku@nishi.or.jp  

 


